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事例１ 日本製紙㈱と特種東海製紙㈱による段ボール原紙等の共同販売会社の設立等

第１ 当事会社 

日本製紙株式会社（法人番号8011501009422）（以下「日本製紙」といい，同社と既に

結合関係が形成されている企業の集団を「日本製紙グループ」という。）は，紙・板紙・

パルプを製造販売する会社である。 

特種東海製紙株式会社（法人番号3080001014336）（以下「特種東海製紙」といい，同

社と既に結合関係が形成されている企業の集団を「特種東海製紙グループ」という。）

は，紙・板紙・パルプを製造販売する会社である。 

以下，日本製紙と特種東海製紙を併せて「当事会社」という。 

 

第２ 本件の概要及び関係法条 

本件は，①日本製紙が，特種東海製紙が新設する子会社（筆記・図画用紙，その他特

殊印刷用紙，その他加工原紙，重袋用両更クラフト紙，一般両更クラフト紙，ライナー

及び中芯原紙を製造する。以下「本件製造会社」という。）の株式を取得し，また，②

日本製紙と特種東海製紙が共同新設分割によりそれぞれの重袋用両更クラフト紙，一般

両更クラフト紙，ライナー及び中芯原紙に係る販売部門を統合した会社（以下「本件販

売会社」という。）を新設することを計画しているものである（以下，株式取得と共同

新設分割を併せて「本件企業結合」という。）。 

なお，本件企業結合では，日本製紙から，上記①について，独占禁止法第１０条第２項

の規定に基づき株式取得に関する計画の届出が，日本製紙及び特種東海製紙から，上記

②について，独占禁止法第１５条の２第２項の規定に基づき共同新設分割に関する計画

の届出があった。 

関係法条は，独占禁止法第１０条及び第１５条の２である。 

 

第３ 本件審査の経緯及び審査結果の概要 

１ 本件審査の経緯 

当事会社は，平成２７年９月以降，本件企業結合が競争を実質的に制限することとは

ならないと考える旨の意見書及び資料を自主的に公正取引委員会に提出し，当委員会は，

当事会社の求めに応じて，当事会社との間で数次にわたり会合を持った。その後，同

年９月１８日に，独占禁止法の規定に基づき日本製紙から株式取得計画の届出書が，日

本製紙及び特種東海製紙から共同新設分割計画の届出書が提出されたので，当委員会は

これを受理し，第１次審査を開始した。当委員会は，上記届出書その他の当事会社から

提出された資料を踏まえつつ，第１次審査を進めた結果，より詳細な審査が必要である

と認められたことから，同年１０月１６日に届出会社に対し報告等の要請を行い，第２次

審査を開始するとともに，同日，第２次審査を開始したこと及び第三者からの意見書を

受け付けることを公表した。 

第２次審査において，当委員会は，当事会社の求めに応じて，当事会社との間で数次
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にわたり会合を持ち論点等の説明及び議論を行った。また，届出会社から順次提出され

た報告等のほか，需要者，流通業者，競争事業者等に対するヒアリング及び書面調査の

結果等を踏まえて，本件企業結合が競争に与える影響について審査を進めた。 

なお，届出会社に対する報告等の要請については，平成２７年１２月２５日に提出さ

れた報告等をもって，全ての報告等が提出された。 

 

２ 審査結果の概要 

本件においては，本件企業結合により一定の取引分野における競争を実質的に制限す

ることとはならないと判断した。 

 

第４ 本件企業結合による結合関係について 

１ 本件製造会社の設立 

特種東海製紙が，段ボール原紙，クラフト紙等を製造する島田工場を子会社（本件製

造会社）として分社化し，日本製紙が，本件製造会社の株式に係る議決権について２０％

を超えて（３３．４％から５０％未満の範囲）取得し，同社を特種東海製紙の連結子会

社，日本製紙の持分法適用会社とする（本件製造会社の役員について，その総数等につ

いては未定であるが，議決権保有割合に基づいて，当事会社から派遣される予定である。）。 

本件製造会社においては，これまで特種東海製紙の島田工場が製造していた，「①筆

記・図画用紙」1 ，「②その他特殊印刷用紙」2 ，「③その他加工原紙」3 ，「④重袋用

両更クラフト紙」4 ，「⑤一般両更クラフト紙」5 ，「⑥ライナー」6 及び「⑦中芯原紙」
7 をこれまでどおり製造する（本件製造会社では日本製紙グループの製品は製造しな

い。）。 

 

２ 本件販売会社の設立 

日本製紙及び特種東海製紙が，共同新設分割により段ボール原紙及びクラフト紙の販

売部門を統合して本件販売会社を設立し，同社を日本製紙の連結子会社，特種東海製紙

の持分法適用会社とすることを計画しているものである（本件販売会社の役員について，

その総数等については未定であるが，議決権保有割合に基づいて，当事会社から派遣さ

れる予定である。）。 

本件販売会社では，本件製造会社で製造される特種東海製紙の「④重袋用両更クラフ

ト紙」，「⑤一般両更クラフト紙」，「⑥ライナー」及び「⑦中芯原紙」並びに日本製

                            
1 ノート，便箋，帳簿などの仕様に適するよう製造された筆記用紙及び製図，スケッチブックなどの仕様に適す

るよう製造された図画用紙 
2 小切手，手形，証券，グリーティングカード，地図，製図用紙，ファンシーペーパーなどの特殊な用途に使われ

る紙 
3 硫酸紙，耐油紙，防錆紙等の塗布，含浸などの加工を施して使用される紙 
4 セメント，肥料，米麦，農産物などを入れる大型袋に使用される紙 
5 粘着テープ，角底袋，包装用及び加工用などに使用される紙 
6 段ボールシートの表裏や段ボール箱の中仕切りに使用される段ボール原紙 
7 段ボールシートの内側（波状）部分に使用される段ボール原紙 
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紙グループが同グループの工場で製造した「④重袋用両更クラフト紙」，「⑤一般両更

クラフト紙」，「⑥ライナー」及び「⑦中芯原紙」の販売を担当する。 

なお，本件製造会社が製造した特種東海製紙の「①筆記・図画用紙」，「②その他特

殊印刷用紙」及び「③その他加工原紙」については，従来どおり全量を特種東海製紙グ

ループが引き取り，特種東海製紙の三島工場が製造する「②その他特殊印刷用紙」及び

「③その他加工原紙」並びに岐阜工場が製造する「②その他特殊印刷用紙」と併せて販

売する。 

 

３ 結合関係 

本件製造会社及び本件販売会社に対して日本製紙及び特種東海製紙が出資することに

より，本件製造会社と日本製紙及び特種東海製紙との間，本件販売会社と日本製紙及び

特種東海製紙との間で結合関係が生じるほか，本件製造会社及び本件販売会社を通じて

日本製紙と特種東海製紙との間に間接的な結合関係が形成されることとなる。 

本件企業結合により，本件製造会社を通じて，①筆記・図画用紙，②その他特殊印刷

用紙及び③その他加工原紙について，日本製紙と特種東海製紙の間に間接的な結合関係

が形成されることとなる。この点について，当事会社は，本件製造会社において，情報

遮断措置を講じ，上記①から③に関する製造原価等の競争上有意な情報について日本製

紙に開示しないこと等としている。 

以上のように，①筆記・図画用紙，②その他特殊印刷用紙及び③その他加工原紙につ

いては，当事会社は従来どおりそれぞれ独自に販売すること及び本件製造会社において

上記の措置等が採られることを前提とすれば，本件企業結合が，①筆記・図画用紙，②

その他特殊印刷用紙及び③その他加工原紙の競争に与える影響は小さいと考えられる。 

したがって，以下では，④重袋用両更クラフト紙，⑤一般両更クラフト紙，⑥ライナ

ー及び⑦中芯原紙について検討した。 

 

第５ 製紙業界等の概要 

１ 製品概要 

(1) 段ボール原紙（ライナー及び中芯原紙） 

板紙のうちライナー及び中芯原紙はいずれも段ボール原紙に分類され，波形に成形

した中芯原紙の片面又は両面にライナーを貼り合わせたものが段ボールシートになり，

この段ボールシートを使用して箱状に成形したものが段ボールケース（段ボール箱）

となる。 

 

(2) クラフト紙（重袋用両更クラフト紙及び一般両更クラフト紙） 

重袋用両更クラフト紙及び一般両更クラフト紙は，パルプを原料とした紙のうち，

漂白工程を経ないクラフト紙である。クラフト紙は，日本製紙連合会（以下「連合会」

という。）が公表している紙及び板紙の各品種分類表（以下「連合会分類表」という。）

では包装用紙に分類されている。連合会分類表において，重袋用両更クラフト紙及び
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一般両更クラフト紙は，未ざらし包装紙に分類され，一般両更クラフト紙は，さらに

細分類としてその他両更クラフト紙の一つに分類されている。 

主な用途としては，重袋用両更クラフト紙は米麦等の農作物，肥料，セメント等を

入れる大型のクラフト紙袋に，一般両更クラフト紙は角底袋，粘着テープ等に使用さ

れる。 

 

２ 市場規模 

紙・板紙の国内需要量は，平成１２年（３１９６万トン）をピークに３０００万トン

台で推移していたが，平成２１年に２７９１万トンまで大幅に落ち込み，以降は

約２７００万トンから２８００万トン台で推移している。 

製紙業者による紙の国内販売金額（平成２６年）は約１兆７９００億円，板紙は

約６９９０億円である。そのうち本件で検討対象となっている重袋用両更クラフト紙は

約３３９億円，一般両更クラフト紙は約１５０億円，ライナーは約２９７９億円，中芯

原紙は約１７９０億円である。 

 

３ 商流 

紙・板紙は製紙業者から代理店や卸商を通じて販売される。 

 

４ 価格交渉の方法 

製紙業者は，紙・板紙の値上げを行う場合には，値上げの旨，希望する値上げ幅及び

出荷時期を公表する。これを受けて，代理店は川下事業者（卸商，需要者）と交渉を行

う。 

製紙業者の値上げは，いずれの品種についても，大手製紙業者間でほぼ同時期に一斉

に行われること及び値上げ幅並びに値上げ時期がほぼ同一であることが特徴的である

（ただし，製紙業者の公表したとおりに値上げが実現しているわけではなく，前述の交

渉の結果，値上げ幅は当初の公表内容より縮減され，かつ値上げ時期も数か月単位で後

ろ倒しになっていることが多い。）。 

以上のとおり，製紙業者間では，一斉にほぼ同内容の値上げを表明し，引き続いて各

社が値上げに向けた既存の取引先との交渉を開始するという協調的行動がみられる（一

斉価格改定）。 

 

第６ 製品ごとの検討 

１ 段ボール原紙（ライナー及び中芯原紙） 

(1) 一定の取引分野 

ア 商品範囲 

(ｱ) 需要の代替性 

ライナーは段ボールシートの表裏に使用され，表面に内容物表示等が印刷され

ることも多いことから，印刷適性を持たせた平滑性のある板紙である必要があり，
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中芯原紙よりも外観上の品質も高い。他方，中芯原紙はほぼ人目には触れない段

ボールシートの中の「段」に使用されることから，ライナーと違って表面の平滑

性等の品質は特段求められない。そのため，ライナーが段ボールシートの中心層

に，中芯原紙が段ボールシートの外層に使われることはなく，ライナーと中芯原

紙の間に需要の代替性はない。 

 

(ｲ) 供給の代替性 

段ボール原紙のうちライナーは，多層抄きの抄紙機で生産され，ライナーを生

産している抄紙機で中芯原紙を生産することは可能である。他方，中芯原紙を生

産している抄紙機は，通常，一層抄きの抄紙機であり，また，ライナーの製造工

程の一部が省略されている場合もあるため，大幅な改造や機器の増設を施さない

限り，ライナーを生産するのは困難である。このように，ライナーと中芯原紙の

間の供給の代替性は限定的である。 

 

(ｳ) 小括 

したがって，段ボール原紙については，「ライナー」及び「中芯原紙」をそれ

ぞれ商品範囲として画定した。 

 

イ 地理的範囲 

主要な段ボール原紙メーカーは，全国各地に段ボール原紙を販売できる体制を構

築している状況にあり，競争事業者や需要者によれば，多くの場合，生産拠点の遠

隔地に販売する場合であっても，全国同程度の価格で販売しているとのことである。

また，大口需要者等は，全国各地の製紙業者から段ボール原紙を調達している。 

以上から，「日本全国」を地理的範囲として画定した。 

 

(2) 競争の実質的制限についての検討 

ア 競争状況 

(ｱ) 当事会社の地位 

平成２６年におけるライナー及び中芯原紙の国内市場の状況は下表のとおりで

あり，本件企業結合後の当事会社のそれぞれの市場シェアはライナー約２５％

（第２位），中芯原紙約１０％（第５位）である。 

本件企業結合後の中芯原紙市場全体のＨＨＩは約１，８００，ＨＨＩの増分は

約５０であることから，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当する。これ

に対し，ライナー市場全体のＨＨＩは約２，１００，ＨＨＩの増分は約３００で

あることから，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

したがって，以下の項目では，ライナーについて検討する。 

 

【平成２６年における中芯原紙市場における市場シェア】 
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機に関し，その生産余力をライナーの生産に投入することを想定したとすると，

一定の供給余力が存在すると考えられる。 

 

イ 輸入 

ライナーの国内市場において輸入品が占める割合が，直近において最も高くて

も５％以下であり，現在でも僅少である。 

また，需要者及び代理店に対するヒアリング及び書面調査においても，ライナー

については，品質，納期等の問題により，今後，輸入品が大きく増加するとの意見

はみられなかった。 

したがって，国内で生産されるライナーに対する輸入圧力は認められない。 

 

ウ 参入（他の品種からの切替えについて） 

ライナー市場については，多層抄きの抄紙機を保有している事業者であれば，新

規参入は可能であると考えられる。 

しかしながら，ライナーの市場規模は，他の紙に比べて横ばい又は微増傾向にあ

るものの，競争事業者からのヒアリングでは，ライナーを新たに生産するためには

相当程度の設備投資等が必要となるとのことであり，実際，少なくとも過去５年に

おいて，ライナー市場に新たに参入した事例は見当たらず，今後参入が行われるこ

とが見込まれるという特段の事情も存在しない。 

したがって，参入圧力は限定的と考えられる。 

 

エ 需要者からの競争圧力 

需要者からのヒアリングでは，主に需要者間の販売競争が激しいことや，購買力

を背景として，一定の価格交渉力を有していると回答するものが複数存在する。実

際，上記第５の４記載の一斉価格改定の際にも，購買力のある需要者については，

個別の交渉のときに値上げ幅を公表されたものから抑えて提示されていたり，提示

額が小幅であれば，値上げを受け入れないという状況もみられている。さらに，比

較的規模の小さい需要者の中にも，値上げに対してはメーカーを切り替えることな

どにより対応するとしているものも存在している。 

したがって，比較的規模の大きい需要者を中心として，需要者からの競争圧力が

一定程度認められる。 

 

(3) 独占禁止法上の評価 

国内のライナー市場における競争単位が一つ減少するものの，市場シェアが２０％

を超えるＧ社を含む有力な競争事業者が３社存在する。また，比較的規模の大きい需

要者を中心とした需要者からの競争圧力が一定程度認められることから，本件株式取

得により，当事会社が単独で，ライナーの取引分野における競争を実質的に制限する

こととはならないと考えられる。 
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また，上記に加え，新規の設備投資が行われている分野であることなども考慮すれ

ば，上記第５の４記載の一斉価格改定の状況はみられるものの，本件企業結合により，

同一斉価格改定がよりやりやすくなるとは言えず，当事会社が他社と協調してライナ

ーの取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。 

 

２ クラフト紙（重袋用両更クラフト紙及び一般両更クラフト紙） 

(1) 一定の取引分野 

ア 重袋用両更クラフト紙 

(ｱ) 商品範囲 

a 需要の代替性 

重袋用両更クラフト紙の主な用途は，米麦等の農作物，肥料，セメント等を

入れる大型のクラフト紙袋の原料である。包装用紙の中でも特に強度が要求さ

れる品種であるため，当該用途においては，他の品種の紙で代替することはで

きない。したがって，重袋用両更クラフト紙とその他の品種の紙の間に需要の

代替性は存在しない。 

 

b 供給の代替性 

製紙業者では，１台の抄紙機で複数の品種の包装用紙（未ざらし包装紙・さ

らし包装紙）を製造している実態が認められた。 

ただし，未ざらし包装紙のうち筋入クラフト紙及び片艶クラフト紙，さらし

包装紙のうち，純白ロール紙，片艶さらしクラフト紙及び薄口模造紙はヤンキ

ーマシン8がないと生産できないため，これらの品種とその他の包装用紙の間に

は供給の代替性が存在しない。 

以上から，筋入クラフト紙，片艶クラフト紙，純白ロール紙，片艶さらしク

ラフト紙及び薄口模造紙を除く包装用紙全般に一定の供給の代替性が認められ

た。 

 

c 小括 

上記bから，筋入クラフト紙，片艶クラフト紙，純白ロール紙，片艶さらしク

ラフト紙及び薄口模造紙を除く包装用紙全般に一定の供給の代替性が認められ

た。しかしながら，供給の代替性が認められる品種間において供給者の構成が

異なっていたり，供給者の市場シェアも品種ごとに相当程度異なっていたりす

るため，一定の供給の代替性が認められる点のみをもって，これらの品種全体

をまとめて一つの商品範囲として画定することは適当ではない。そこで本件で

は，重袋用両更クラフト紙とその他の包装用紙の間には需要の代替性が認めら

                            
8 ヤンキーマシンは抄紙機の一種であり，ドライヤーパートにヤンキードライヤーが設置されているもの。ヤン

キードライヤーは表面が鏡面仕上げされた円筒形シリンダーであり，湿紙をヤンキードライヤーの表面に張り付

けて乾燥させることで，片面だけ艶のついた紙になる。 
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れないことを踏まえ，「重袋用両更クラフト紙」を商品範囲として画定した。 

 

(ｲ) 地理的範囲 

大口需要者等は，全国の製紙業者から重袋用両更クラフト紙を調達している。

その輸送において地理上の制約はなく，地域によって価格が異なることもない。

したがって，「日本全国」を地理的範囲として画定した。 

 

イ 一般両更クラフト紙 

(ｱ) 商品範囲 

a 需要の代替性 

一般両更クラフト紙は角底袋等包装用の原料として使用される。連合会分類

表において，一般両更クラフト紙と同じその他両更クラフト紙に分類される紙

に特殊両更クラフト紙があるが，一般両更クラフト紙及び特殊両更クラフト紙

の相違点は，前者が未ざらしであるのに対して，後者は（やや白い）半ざらし

であるという点のほか，特殊両更クラフト紙は封筒用途に多く使用されており，

需要者の中にも封筒の原材料といえば圧倒的に特殊両更クラフト紙であると述

べるものがあった。したがって，両者の間の需要の代替性は限定的であると考

えられる。 

また，未ざらし包装紙全体は，重袋用両更クラフト紙，その他両更クラフト

紙（一般両更クラフト紙及び特殊両更クラフト紙）及びその他未ざらし包装紙

（筋入クラフト紙，片艶クラフト紙等）の三つに大別される。その他両更クラ

フト紙は両面が滑らかでないのに対し，その他未ざらし包装紙である筋入クラ

フト紙及び片艶クラフト紙は，いずれも片艶加工が施されているため片面が滑

らかであり，見た目や印刷適性に大きな違いがある。したがって，その他両更

クラフト紙とその他未ざらし包装紙（筋入クラフト紙，片艶クラフト紙）の間

の需要の代替性も限定的である。 

 

b 供給の代替性 

製紙業者では，１台の抄紙機で複数の品種の包装用紙（未ざらし包装紙・さ

らし包装紙）を製造している実態が認められた。 

ただし，未ざらし包装紙のうち筋入クラフト紙及び片艶クラフト紙，さらし

包装紙のうち，純白ロール紙，片艶さらしクラフト紙及び薄口模造紙は，ヤン

キーマシンがないと生産できないため，これらの品種とその他の包装用紙の間

には供給の代替性が存在しない。 

以上から，筋入クラフト紙，片艶クラフト紙，純白ロール紙，片艶さらしク

ラフト紙及び薄口模造紙を除く包装用紙全般に一定の供給の代替性が認められ

た。 
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c 小括 

上記bのとおり，筋入クラフト紙，片艶クラフト紙，純白ロール紙，片艶さら

しクラフト紙及び薄口模造紙を除く包装用紙全般に一定の供給の代替性が認め

られる。しかしながら，供給の代替性が認められる品種間において供給者の構

成が異なっていたり，供給者の市場シェアも品種ごとに相当程度異なっていた

りするため，一定の供給の代替性が認められる点のみをもって，これらの品種

全体をまとめて一つの商品範囲として画定することは適当ではない。そこで本

件では，上記aから，その他両更クラフト紙（一般両更クラフト紙及び特殊両更

クラフト紙）とその他未ざらし包装紙の間の需要の代替性は限定的であること，

一般両更クラフト紙と特殊両更クラフト紙の間の需要の代替性が限定的である

と考えられることを踏まえ，「一般両更クラフト紙」を商品範囲として画定し

た。 

なお，一般両更クラフト紙の用途によっては，同じ用途に用いられている紙

等が存在しており，これらについては，隣接市場からの競争圧力として検討し

た。 

また，筋入りクラフト紙，片艶クラフト紙，純白ロール紙，片艶さらしクラ

フト紙及び薄口模造紙を除く包装用紙については，一般両更クラフト紙との間

で一定の供給の代替性を有することから，参入圧力として評価できるか否か検

討した。 

 

(ｲ) 地理的範囲 

大口需要者等は，全国の製紙業者から一般両更クラフト紙を調達している。そ

の輸送において地理上の制約はなく，地域によって価格が異なることもない。し

たがって，「日本全国」を地理的範囲として画定した。 

 

(2) 競争の実質的制限についての検討 

ア 重袋用両更クラフト紙 

(ｱ) 競争状況 

a 当事会社の地位 

平成２６年における重袋用両更クラフト紙の国内市場の状況は下表のとおり

であり，本件企業結合後の当事会社の市場シェアは約２５％（第２位）となる。

本件企業結合後の市場全体のＨＨＩは約３，４００，ＨＨＩの増分は約２００で

あることから，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

当事会社の市場シェアの推移をみてみると，過去５年において，特種東海製

紙についてはほぼ横ばい，日本製紙については減少しており，当事会社の市場

における地位は近年においては低くなっている。 

 

【平成２６年における重袋用両更クラフト紙市場における市場シェア】 
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５ Ｐ社 ５－１０％ 

 輸入 ０－５％ 

合計 １００％ 

 

b 競争事業者の存在 

一般両更クラフト紙の取引分野には，有力な競争事業者としてＬグループ（市

場シェア約３５％）及びＯ社（同約２５％）が存在するほか，Ｐ社（同約１０％）

が競争事業者として存在する。Ｌグループについては，上記(2)ア(ｱ)b記載のと

おり，a社とb社との間に結合関係が認められるところ，一般両更クラフト紙に

ついて，重袋用両更クラフト紙と同様の約束は存在しないこと，当該結合関係

が生じてから間もないこと等を踏まえ，本件企業結合をより慎重に審査する観

点から，一般両更クラフト紙におけるa社とb社との結合関係の程度については

判断せずに，Ｌグループとして審査を行った。 

なお，過去１０年の競争事業者のシェアの変動をみると約１０％変動してい

るものが複数みられる。 

 

c 競争事業者の供給余力 

供給余力の状況は抄紙機ごとに異なり，また，製紙業者は，需要に応じて，

同一の抄紙機で併抄している紙を組み替えて，特定の種類の紙の生産量を増加

させることができる。そして，競争事業者において一般両更クラフト紙の生産

に用いられる抄紙機に関し，その生産余力を一般両更クラフト紙の生産に投入

することを想定したとすると，相当程度の供給余力が存在すると考えられる。

また，競争事業者の中には，供給余力を解消すべく，販売強化を図るとしてい

るものが存在している。 

 

(ｲ) 輸入 

一般両更クラフト紙の国内市場において輸入品が占める割合が，直近において

最も高くても５％以下であり，現在でも僅少である。 

また，需要者及び代理店に対するヒアリング及び書面調査においても，一般両

更クラフト紙については，品質及び不良品対応の問題により，今後，輸入紙が増

加するとの意見はみられなかった。 

以上から，国内で生産される一般両更クラフト紙に対する輸入圧力は認められ

ない。 

 

(ｳ) 参入（他の品種からの切替えについて） 

一般的な非塗工印刷用紙との間や包装用紙の品種間に一定の供給の代替性が認

められることから（筋入クラフト紙，片艶クラフト紙，純白ロール紙，片艶さら

しクラフト紙及び薄口模造紙を除く。），非塗工印刷用紙や他の品種の包装用紙
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を生産している事業者は，当該品種の生産を一般両更クラフト紙の生産に切り替

えることは可能であると考えられる。 

しかしながら，一般両更クラフト紙の需要は今後低減していくことが予想され

ており，積極的に一般両更クラフト紙の生産に切り替えるインセンティブは乏し

いと考えられる。実際，少なくとも過去５年において，新たに参入した事例はほ

とんどなく，今後参入が行われると思われる特段の事情もない。 

したがって，参入圧力は限定的と考えられる。 

 

(ｴ) 隣接市場からの競争圧力 

一般両更クラフト紙は，主に角底袋や粘着テープ等に使用される。紙袋やショ

ッピングバッグなどの用途において，特殊両更クラフト紙や両更さらしクラフト

紙や純白ロール紙など様々な包装用紙等を原紙としたものが存在するほか，粘着

テープ用途においては，ポリプロピレンが存在するなど，ほとんどの用途に代替

品が存在している。 

一般両更クラフト紙はこれらの紙等と競合している状況にあることから，一般

両更クラフト紙市場に対し，両更さらしクラフト紙等の複数の隣接市場からの競

争圧力がそれぞれ一定程度働いていると考えられる。 

 

(ｵ) 需要者からの競争圧力 

需要者からのヒアリングでは，価格を重視して取引先を選択している様子はう

かがえる。しかしながら，取引量が小さいことなどを考えて，上記第５の４記載

の価格改定時期には，価格交渉をそもそも行わない，値上げはそのまま受け入れ

るといった需要者が目立った。 

したがって，需要者からの競争圧力が十分に働いているとは認められない。 

 

(3) 独占禁止法上の評価 

ア 重袋用両更クラフト紙 

国内の重袋用両更クラフト紙市場における競争単位が一つ減少するものの，市場

シェアが３０％を超えるa社が依然市場シェア１位で存在しているほか，市場シェ

ア１０％を超える有力な競争事業者が３社存在していることから，本件企業結合に

より，当事会社が単独で，重袋用両更クラフト紙の取引分野における競争を実質的

に制限することとはならないと考えられる。 

また，上記に加え，当事会社の市場シェアが減少傾向にあることも考慮すれば，

上記第５の４記載の一斉価格改定の状況はみられるものの，本件企業結合により，

同一斉価格改定がよりやりやすくなるとは言えず，当事会社が他社と協調して重袋

用両更クラフト紙の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと

考えられる。 
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イ 一般両更クラフト紙 

国内の一般両更クラフト紙市場における競争単位が一つ減少するものの，市場シ

ェアが２０％を超えるＬグループ及びＯ社の２社の有力な競争事業者が存在するこ

と，そのほかにも一定の市場シェアを有する競争事業者が１社存在すること，また，

隣接市場からの競争圧力が一定程度働いていると考えられることから，本件企業結

合により，当事会社が単独で，一般両更クラフト紙の取引分野における競争を実質

的に制限することとはならないと考えられる。 

また，上記に加え，一般両更クラフト紙の市場規模は縮小傾向であるものの，市

場シェアの変動が比較的大きい分野であることをも考慮すれば，上記第５の４記載

の一斉価格改定の状況はみられるものの，本件企業結合により，同一斉価格改定が

よりやりやすくなるとは言えず，当事会社が他社と協調して一般両更クラフト紙の

取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。 

 

第７ 結論 

本件企業結合により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはなら

ないと考えられる。 
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事例２ 旭化成㈱によるポリポアインターナショナルインクの株式取得 

 

第１ 本件の概要 

本件は，持株会社である旭化成株式会社（法人番号5120001059606）（以下「旭化成」

といい，同社と結合関係のある企業集団を「旭化成グループ」という。）の米国子会社

が，持株会社であるポリポアインターナショナルインク（本社米国。以下「ポリポア」

といい，同社と結合関係のある企業集団を「ポリポアグループ」という。また，ポリポ

アと旭化成を併せて「当事会社」といい，ポリポアグループと旭化成グループと併せて

「当事会社グループ」という。）の全株式を取得すること（以下「本件行為」という。）

を計画したものである。 

関係法条は独占禁止法第１０条である。 

 

第２ 一定の取引分野 

１ 商品の概要 

当事会社グループが競合している商品は，リチウムイオン電池（以下「ＬＩＢ」とい

う。）の原材料として使用されるセパレータである。 

セパレータは，リチウムイオンを通すための微細な孔が多数空いているフィルム状の

部材（通常はポリオレフィン1の平膜）であり，ＬＩＢ内の正負極間に配置され，リチウ

ムイオンのみを通すことで電池反応を進めるとともに，正極と負極との間を絶縁する機

能を有する。 

セパレータは，基本的な製造方法に応じて，①湿式セパレータ（以下「ウェット」と

いう。）と②乾式セパレータ（以下「ドライ」という。）に大別される。 

ウェットは，高強度で非常に薄く作ることが可能であるが，製造工程が長く，可塑剤

を抽出するための有機溶媒が必要となることなどから，製造コストがドライよりも高く

なる傾向にある。他方，ドライは，ウェットよりも強度が落ち，一定以上の厚みが生じ

るものの，製造コストの点ではウェットよりも優位にある。当事会社グループのうち，

旭化成グループはウェットのみ，ポリポアグループは主にドライを製造販売している。 

また，ＬＩＢの用途は，大きく①民生用，②車載用及び③蓄電用に分かれているとこ

ろ，以下のとおり用途に応じてセパレータの要求性能も異なる。 

①民生用ＬＩＢは，通常，携帯電話やノートパソコンなどの小型の製品に使用される

ものであるため，セパレータには，薄く高強度であることが求められることから，主に

ウェットが使われ，ドライが使われることはほとんど無い。 

②車載用ＬＩＢは，電気自動車に使用されるものであり，セパレータには，民生用ほ

どの薄さは求められない反面，民生用ＬＩＢ用セパレータよりも大型であり取引ロット

が大きいこと，車載用ＬＩＢが電気自動車全体のコストの約２０％を占めていることか

ら，コストダウンの要請も高い。そのため，かつては専ら低価格のドライが用いられて

いたが，ウェットの生産性が向上して製造コスト・販売価格が下がったため，現在はウ

                            
1 水素と炭素から構成される高分子化合物のことをいい，ポリエチレンやポリプロピレンなどがある。 



１７ 

 

ェットも用いられるようになっている。 

③蓄電用ＬＩＢは，主に産業用，住宅用の停電時の非常電源として使われる比較的大

型のものであるため，蓄電用ＬＩＢに使用されるセパレータは，厚くても差し支えなく，

①民生用ＬＩＢや②車載用ＬＩＢに使用されるものよりも要求性能が低い。 

 

２ 商品範囲 

セパレータは，ＬＩＢの用途ごとに需要者層や要求性能が異なることから，各用途ご

とのＬＩＢ用セパレータ間に需要の代替性はないと考えられる。 

また，車載用ＬＩＢ用セパレータの種類として，ウェット及びドライの他，不織布2が

存在している。上記１のとおり，ウェットとドライには性能やコスト面の違いがあり，

不織布は，ウェット及びドライよりも電気抵抗が小さく，熱等に対する耐久性が高いと

いう特性を有していることを踏まえると，ウェット，ドライ及び不織布についてそれぞ

れ市場を画定することも考えられる。しかしながら，上記１のとおり旭化成グループは

ウェットのみを，ポリポアグループは主にドライを製造している一方，需要者であるＬ

ＩＢメーカーは，新型のＬＩＢを開発する際にウェット，ドライ及び不織布の中から価

格や機能を総合的に考慮して製品を選択しており，一定の需要の代替性は存在するとみ

られることも踏まえ，「民生用ＬＩＢ用セパレータ」，「車載用ＬＩＢ用セパレータ」，

「蓄電用ＬＩＢ用セパレータ」を商品範囲として画定した。 

なお，以下では，当事会社が共に製造を行っており，競争に与える影響が比較的大き

いと考えられた車載用ＬＩＢ用セパレータについて検討を行う。 

 

３ 地理的範囲 

車載用ＬＩＢ用セパレータは，軽量・高付加価値製品であり輸送上の制約等の特段の

事情もなく，需要者であるＬＩＢメーカーは，当事会社を含む海外メーカーからも購入

しているが，国内メーカーと海外メーカーを無差別に選択しているとみられるだけの根

拠はないことから，「日本全国」を地理的範囲として画定した。 

 

第３ 本件行為が競争に与える影響 

１ 当事会社の地位 

正確な市場シェアは不明であるものの，当事会社グループは，いずれも市場における

有力な事業者であることから，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しないもの

として検討した。 

 

２ 競争事業者の状況 

車載用ＬＩＢ用セパレータは，各車種のフルモデルチェンジに伴う車載用ＬＩＢの新

製品の開発時に，車載用ＬＩＢメーカーにより選定されるが，セパレータの選択に当た

                            
2 繊維を積層してシート状に広げ，交絡，融着，接着等により繊維間を適度に結合させて布状に仕上げたものをい

う。 
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っては，まず，車載用ＬＩＢメーカーにおいて，必要な仕様等を踏まえてウェット，ド

ライ又は不織布のいずれのタイプを採用するか決定した後に，各タイプのメーカー間で

競争が行われる。そのため，ウェットのみを製造する旭化成グループと主にドライを製

造するポリポアグループが直接的に競合する機会は少ない。 

また，正確な市場シェアは不明であるが，ドライを製造するＡ社が有力な事業者とし

て存在するほか，不織布を製造するＢ社が競争事業者として存在しており，いずれも十

分な供給余力を有していると考えられる。 

 

３ 輸入 

車載用ＬＩＢ用セパレータの輸入に係る制度上の障壁は特になく，軽量・高付加価値

の商品であるため，輸送コスト等の制約もない。また，海外には，韓国，中国等に複数

のセパレータメーカーが存在しているところ，輸入品と国内品には品質差が無く，実際

に，当事会社以外の海外メーカーの製品を採用した国内の車載用ＬＩＢメーカーも存在

する。 

   したがって，一定程度の輸入圧力が認められる。 

 

４ 参入 

ＬＩＢ用セパレータの製造設備やノウハウを持たない事業者による新規参入について

は，多額の設備投資と５年程度の期間，生産における高度なノウハウや品質管理が求め

られることから，かかる新規参入は期待できない。 

他方，他の用途のＬＩＢ用セパレータの製造設備やノウハウを持つ事業者は，より容

易に参入することが可能であること，車載用ＬＩＢ用セパレータに係る既存の特許の存

在が参入を困難にしているといった事情も認められないこと，また，車載用ＬＩＢ用セ

パレータは，今後，需要増が見込まれていることから，他用途用ＬＩＢ用セパレータメ

ーカーによる参入が期待できる。なお，実際に，過去数年の間を見ても，民生用ＬＩＢ

用セパレータを取り扱う複数の国内メーカーが車載用ＬＩＢ用セパレータ事業に参入す

ることを表明し，順次生産体制の整備を行っている。 

したがって，一定程度の参入圧力が認められる。 

 

５ 隣接市場からの競争圧力 

民生用ＬＩＢ用セパレータとして採用されているアラミド樹脂塗工セパレータは，ウ

ェット及びドライよりも融点温度が高く，耐熱性が高いといった特性を持ち，基本的な

性能はウェットに類似しているため，車載用ＬＩＢ用セパレータとしての要求性能を満

たしている。そのため，今後，新たに車載用ＬＩＢ用セパレータとして採用される可能

性がある。実際に，アラミド樹脂塗工セパレータを車載用ＬＩＢ用セパレータとして供

給する旨を表明しているアラミド樹脂塗工セパレータメーカーも複数存在する。 

   したがって，相当程度の隣接市場からの圧力が認められる。 
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６ 需要者からの競争圧力 

車載用ＬＩＢは自動車のコスト全体の約２０％を占めることから，自動車メーカーか

らＬＩＢメーカーへの値下げ圧力は強く，これを受けたＬＩＢメーカーは，ＬＩＢ用の

セパレータメーカーに対して採用後も常に値下げを求めており，セパレータメーカーは

これに応じて値下げを行っている。 

また，車載用ＬＩＢ用セパレータは，いったん車載用ＬＩＢメーカーに採用されると，

次のフルモデルチェンジがなされるまでの間，継続して使用されるのが一般的であるが，

値下げに応じない場合次のモデルチェンジの際に失注するリスクがあること，また，輸

入品も含め，複数のセパレータメーカーが存在しておりＬＩＢメーカーはモデルチェン

ジに際して採用するセパレータメーカーを容易に切り替えることができる。このため，

ＬＩＢメーカーは強い価格交渉力を有していると考えられる。 

   したがって，相当程度の需要者からの競争圧力が認められる。 

 

７ 小括 

以上のとおり，当事会社グループの競合関係は限定的であり，競争に与える影響は大

きくないと考えられるところ，複数の競争事業者がおり，一定程度の輸入圧力及び参入

圧力，相当程度の隣接市場及び需要者からの競争圧力が働いていることから，本件行為

により，当事会社の単独行動又は競争事業者との協調的行動によって，車載用ＬＩＢ用

セパレータに係る取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと考えら

れる。 

 

第４ 結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならない

と判断した。 
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事例３ 大阪製鐵㈱による東京鋼鐵㈱の株式取得 

 

第１ 当事会社 

大阪製鐵株式会社（法人番号1120001028390）（以下「大阪製鐵」という。）は，一般形鋼
いっぱんかたこう

，

棒鋼等を製造販売する会社である（以下，大阪製鐵の親会社である新日鐵住金株式会社

〔法人番号3010001008848〕〔以下「新日鐵住金」という。〕と既に結合関係が形成され

ている企業の集団を「新日鐵住金グループ」という。）。 

東京鋼鐵株式会社（法人番号1010001034144）（以下「東京鋼鐵」という。）は，一般

形鋼を製造販売する会社である。 

以下，大阪製鐵と東京鋼鐵を併せて「当事会社」といい，新日鐵住金グループと東京

鋼鐵を併せて「当事会社グループ」という。 

 

第２ 本件の概要及び関係法条 

本件は，大阪製鐵が，東京鋼鐵の株式に係る議決権を５０％を超えて取得することを

計画しているものである（以下「本件株式取得」という。）。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

 

第３ 本件審査の経緯及び審査結果の概要 

１ 本件審査の経緯 

当事会社は，平成２７年７月以降，本件株式取得が競争を実質的に制限することとは

ならないと考える旨の意見書及び資料を自主的に公正取引委員会に提出し，当委員会は，

当事会社の求めに応じて，当事会社との間で数次にわたり会合を持った。その後，同

年８月２０日に届出会社から，独占禁止法の規定に基づき本件株式取得計画の届出書が

提出されたので，当委員会はこれを受理し，第１次審査を開始した。当委員会は，上記

届出書その他の当事会社から提出された資料を踏まえつつ，第１次審査を進めた結果，

より詳細な審査が必要であると認められたことから，同年９月１８日に届出会社に対し

報告等の要請を行い，第２次審査を開始するとともに，同日，第２次審査を開始したこ

と及び第三者からの意見書を受け付けることを公表した。 

第２次審査において，当委員会は，当事会社の求めに応じて，当事会社との間で数次

にわたり会合を持った。また，届出会社から順次提出された報告等のほか，当事会社グ

ループに属する事業者，競争事業者1，卸売業者及び需要者に対するヒアリングの結果等

を踏まえて，本件株式取得が競争に与える影響について審査を進めた。 

なお，届出会社に対する報告等の要請については，平成２７年１１月１０日に提出さ

れた報告等をもって，全ての報告等が提出された。 

 

２ 審査結果の概要 

                            
1 「競争事業者」には，当事会社グループに属する事業者を含まない。 
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一般形鋼に係る取引には，電炉メーカーが，商社又は特約店等（以下，併せて「商

社等」という。）に対して需要者やその取引条件（価格等）を指定せずに商品を売り

切る場合（「店売り」と呼ばれる。）と，電炉メーカーが需要者と直接取引条件に関

する交渉を行い，直接又は商社等を通じて商品を販売する場合（「紐付き」と呼ばれ

る。）があり，大半は店売りの取引となっている。 

上記のとおり，形鋼にはＨ形鋼及び鋼矢板も含まれるものの，Ｈ形鋼及び鋼矢板に

ついては，当事会社は競合していないことから，本件では，Ｈ形鋼及び鋼矢板を除い

た一般形鋼について検討した。 

 

(2) 需要の代替性 

一般形鋼には，断面形状・寸法等に応じて多様な品種が存在し，用途によって使い

分けられていることから，個々の一般形鋼製品間に需要の代替性はない。 

 

(3) 供給の代替性 

一般形鋼には様々な寸法があるところ，カリバーロール（孔型ロール）の付替え等

により，同一の生産設備で寸法の異なる製品を製造することができるため，基本的に

は供給の代替性が認められる。他方，中小形一般形鋼と大形一般形鋼は，同一の設備

で製造されている場合があるものの，両者の生産効率が異なること等の理由により，

別々に製造ラインを設けることが多いことから，中小形一般形鋼と大形一般形鋼の間

の供給の代替性は限定的である。また，実際に主に中小形一般形鋼を製造している事

業者と主に大形一般形鋼を製造している事業者では顔ぶれ及び市場シェアの分布が異

なる。したがって，大形と中小形との供給の代替性は限定的である。 

他方，一般形鋼の断面形状については，カリバーロール（孔型ロール）の付替え等

により，同一の生産設備で断面形状の異なる製品を製造することが可能であることか

ら，異なる断面形状間には供給の代替性がある。 

以上から，本件では，「中小形一般形鋼」及び「大形一般形鋼」を商品範囲として

画定した。 

 

２ 地理的範囲 

中小形一般形鋼及び大形一般形鋼は，日本全国の製造拠点において製造され，製造さ

れた地域にかかわらず日本全国で販売されているという実態があることから，地理的範

囲を「日本全国」と画定した。 

 

第５ 競争の実質的制限についての検討 

上記第４のとおり，本件では，商品範囲を「中小形一般形鋼」及び「大型一般形鋼」，

地理的範囲を「日本全国」と画定したが，大型一般形鋼についてはセーフハーバー基準

に該当したことから，以下では，中小形一般形鋼について検討する。 
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２ 競争事業者等の状況 

(1) 競争事業者の状況 

有力な競争事業者として，市場シェア約３５％を有するＡ社が存在しているほか，

複数の競争事業者が存在し，各社とも一定程度の供給余力を有している。 

 

(2) 当事会社グループ内の結合関係の評価（共英製鋼等） 

ア 概要 

大阪製鐵の親会社である新日鐵住金は，共英製鋼及びトピー工業の株式に係る議

決権の２０％を超えて保有し，かつ，株主順位が単独第１位であることから，新日

鐵住金と共英製鋼及びトピー工業との間には，それぞれ結合関係が認められる（企

業結合審査に関する独占禁止法の運用指針〔最終改定：平成２３年６月。以下「ガ

イドライン」という。〕第１の１⑴ア(ｲ)）。 

これに対して，当事会社は，新日鐵住金と共英製鋼及びトピー工業との間の結合

関係は，「完全に一体化して事業活動を行う関係」とはいえず，緩やかな結合関係

にとどまることから，当事会社に対する競争圧力として働く旨主張した。 

このため，新日鐵住金が共英製鋼等の競争行動に影響を与えたり，共英製鋼等を

除く当事会社グループが共英製鋼等の利害を考慮して行動するようになったり，株

式保有関係を通じて新日鐵住金と共英製鋼等との間で非公開のセンシティブ情報が

共有されたりすることなどにより，共英製鋼等を除く当事会社グループと共英製鋼

等が協調的な行動を採るようになるか否かについて検討を行った。 

 

イ 結合関係 

(ｱ) 共英製鋼について 

新日鐵住金の議決権保有比率は２０％を超える程度であり，兼任役員は非常勤

社外監査役のみである。また，共英製鋼の代表取締役及び相談役が合

計１４．６５％の株式を保有している。その他，業務提携関係はなく，取引関係

もごく小額にとどまる。 

また，新日鐵住金は大阪製鐵及び共英製鋼の双方の事業の成果に強い利害を有

していると考えられるものの，中小形一般形鋼においては，市場シェア約３５％

の有力な競争事業者であるＡ社が存在しており，下記⑶の状況等を考慮すれば協

調的行動を採らせるインセンティブに対する牽制力となると考えられる。 

さらに，新日鐵住金においては，共英製鋼に対する少数株式保有関係に基づい

て，共英製鋼の競争上センシティブな情報にアクセスすることはできないと認め

られる。 

 

(ｲ) トピー工業について 

新日鐵住金の議決権保有比率は２０％を僅かに超える程度であり，兼任役員は

いない。また，一般形鋼事業に関する業務提携関係はなく，取引関係も一般的な
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ものに過ぎない。 

また，新日鐵住金は大阪製鐵及びトピー工業の双方の事業の成果に強い利害を

有していると考えられるものの，中小形一般形鋼においては，市場シェア約３５％

の有力な競争事業者であるＡ社が存在しており，後記⑶の状況等を考慮すれば協

調的行動を採らせるインセンティブに対する牽制力となると考えられる。 

さらに，新日鐵住金においては，トピー工業に対する少数株式保有関係に基づ

いて，トピー工業の競争上センシティブな情報にアクセスすることはできないと

認められる。 

 

(ｳ) ヒアリング結果 

競争事業者，卸売業者及び需要者に対するヒアリングによれば，共英製鋼及び

トピー工業は，新日鐵住金の持分法適用会社ではあるものの，当事会社に対する

一定程度の競争圧力として働いているとのことであった。 

 

(ｴ) 小括 

以上から，新日鐵住金と共英製鋼及びトピー工業との間の結合関係は強いとは

いえず，共英製鋼及びトピー工業を当事会社に対する一定程度の競争圧力として

評価することとし5，トピー工業と結合関係の認められる北越メタルについても同

様に一定程度の競争圧力として評価することとした。 

 

ウ 競争圧力の評価 

共英製鋼は約１５％，トピー工業及び北越メタルはそれぞれ０－５％程度の市場

シェアを有しており，いずれも一定程度の供給余力を有している。 

 

(3) 従来の競争状況 

電炉メーカー間における，過去の市場シェアの変動は相当大きく，電炉メーカー間

で協調的な行動が採られ，市場シェアが固定化しているといった事情は認められない。 

 

３ 輸入 

                            
5 本件では，共英製鋼を除く新日鐵住金グループと共英製鋼との間の競合の程度と，共英製鋼を除く新日鐵住金グ

ループと共英製鋼以外の事業者との間の競合の程度が異なるか否かを分析するため，旧新日本製鐵株式会社（以

下「旧新日鐵」という。）と旧住友金属工業株式会社（以下「旧住金」という。）との合併（以下「平成２４年

合併」という。）により，旧新日鐵グループに属する大阪製鐵及びトピー工業と，旧住金グループに属する共英

製鋼が同一グループの構成企業となったことで，商品ごとのプライスコストマージン（プライスコストマージン

は，数式「｛（商品価格－限界費用）／商品価格｝×１００」によって定義される値をいい，以下「ＰＣＭ」と

いう。）にどのような変化が生じたかについて計量経済分析を行った。当該分析によれば，平成２４年合併によ

り新日鐵住金グループのプレゼンスが上昇した品種群（中形等辺山形鋼のうち一辺の長さが５０ｍｍ以上７５ｍ

ｍ以下のもの）よりも，プレゼンスが上昇していない品種群（中形溝形鋼のうち２辺の和が１５０ｍｍ以上のも

の）の方が平成２４年合併後のＰＣＭの上昇幅が大きいとの結果が得られた。かかる結果は，共英製鋼を除く新

日鐵住金グループと共英製鋼との間の競合の程度と，共英製鋼を除く新日鐵住金グループと共英製鋼以外の事業

者との間の競合の程度に有意な差が認められないことを示すところ，第５の２⑵における調査結果と整合するも

のであり，当委員会の判断は経済分析の結果も踏まえて行ったものである。 
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輸入に係る制度的な障壁はないものの，品質やデリバリー能力等の観点から，需要者

が輸入品に切り替える可能性はほとんどない。 

したがって，輸入圧力はほとんど働いていないと考えられる。 

 

４ 参入 

高炉メーカー及び大形の形鋼を主に取り扱う電炉メーカーによる参入は期待できない

ものの，棒鋼メーカーが参入する可能性がある。 

したがって，一定程度の参入圧力が働くと考えられる。 

 

５ 隣接市場からの競争圧力 

中小形一般形鋼の一部の用途（ソーラーパネル用の架台，配管・空調ダクト，輸出用

パレット，無線通信基地局の構造部材等）において，薄鋼板を冷間でロールフォーミン

グ成形（折り曲げ加工）することにより製造する軽量形鋼が代替品として使用されるこ

とがある。 

したがって，用途によっては一定程度の隣接市場からの競争圧力が働くと考えられる。 

 

６ 需要者からの競争圧力 

基本的に国内メーカーの商品間に品質差はなく，商社等や需要者にとってメーカーの

切替えは比較的容易であり，商社等や需要者は価格や納期対応を重視してメーカーを選

択する傾向がある。 

複数購買を行う商社等や需要者は，需給動向，鉄スクラップの価格動向及び他メーカ

ーの価格を引き合いに出して価格交渉を行っており，価格引下げ圧力が働いているとい

える。 

また，店売りの場合，１社購買を行う中小規模の特約店が存在するところ，かかる特

約店は，他の商社等と価格競争を行っており，競争的な価格で商品を仕入れることがで

きなければ，販売先を他の商社等に奪われることになる。そのため，電炉メーカーは，

かかる特約店を通じて需要者からの価格引下げ圧力を受けているといえる。 

さらに，鉄鋼製品の需要は縮小傾向にあり，東京オリンピック・パラリンピック需要

が期待できるものの，それ以降は減少が一段と加速するおそれがあるため，供給量が需

要量を構造的に上回ることにより，需給動向の変動が価格に反映されやすい中小形一般

形鋼については，更に価格引下げ圧力が強まると考えられる。 

以上のとおり，商社等や需要者から十分な競争圧力が働いている。 

 

７ 独占禁止法上の評価 

以上のとおり，実質的に当事会社間の競争が失われることによる影響は限定的である

ところ，有力な競争事業者１社を含む複数の競争事業者が存在すること，共英製鋼等が

当事会社に対する一定程度の競争圧力として働くこと，一定程度の参入圧力及び隣接市

場からの競争圧力があること，需要者からの相当程度の競争圧力が働くと考えられるこ



２７ 

 

とから，単独行動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはなら

ないと認められる。 

また，上記に加えて，当事会社間の従来の競争状況を踏まえれば競争単位の減少に伴

って競争者の行動の予測可能性の確度が高まる程度も限定的と考えられること，十分な

供給余力を有する競争事業者や共英製鋼等が価格の引下げによる売上拡大のインセンテ

ィブを有すると考えられること，過去の市場シェアの変動は相当大きく，従来から電炉

メーカー間で協調的行動が採られていたといった事情も認められないことから，協調的

行動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することともならないと認めら

れる。 

 

第６ 結論 

本件株式取得により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはなら

ないと考えられる。 
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事例４ インテルコーポレーションとアルテラコーポレーションの統合 

 

第１ 本件の概要 

本件は，①半導体の製造販売業等を営むインテルコーポレーション（本社米国。以下，

同社が属する企業結合集団を「インテルグループ」という。）の子会社と半導体の製造

販売業等を営むアルテラコーポレーション（本社米国。以下，同社が属する企業結合集

団を「アルテラグループ」といい，「インテルグループ」と「アルテラグループ」を併

せて「当事会社」という。）が，アルテラコーポレーションを存続会社として合併し，

②合併後の会社の株式をインテルコーポレーションが全部取得したものである（以下，

当該合併と当該株式取得を併せて「本件行為」という。）。 

関係法条は独占禁止法第１０条及び第１５条である。 

 

（参考）海外競争当局との連絡調整 

   本件については，欧州委員会等も審査を行っており，当委員会は，欧州委員会との

間で情報交換を行いつつ審査を進めた。 

 

第２ 一定の取引分野 

１ 対象商品・役務の概要 

(1) ＣＰＵ 

ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）とは，デジタルデー

タをインプットとして受領し，メモリに保存された指示に従って処理する集積回路を

いい，コンピュータの頭脳として機能している。 

ＣＰＵは，インテルグループ及びＡ社が製造する「x86」並びにＢ社が開発した「Ａ

ＲＭ」の２つに大別される。x86は，主にＰＣの心臓部やサーバー向けの機器に用いら

れている。一方，ＡＲＭは，一般にプログラムＲＯＭ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍ

ｏｒｙ）を内蔵しており，産業用機械や家電等の制御用として用いられる。 

x86とＡＲＭについては，需要者ヒアリングの結果，理論上は代替は可能であるもの

の，例えば情報量の多いデータセンターやＰＣにはＡＲＭは余り用いられないこと，

一方，産業用機械についてはx86ではスペックオーバーでありコスト等の観点から通常

は利用されないことなどの事情から，x86及びＡＲＭの用途は異なるとしている。 

当事会社からはx86が主に用いられている分野として，ＰＣ，サーバー（データセン

ター内で使用されるサーバーを含む。）が挙げられている。 

 

(2) ＦＰＧＡ 

ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａｙ）とは，

特別な機能を発揮させるために，製造後に需要者が回路を設計することができる半導

体をいう。基板上の回路のほとんどをＦＰＧＡで実現することで基板の開発を迅速に

進められたり，トラブル等による基板の再開発の時間が削減できるなど様々な利点が
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ある。 

ＦＰＧＡは，携帯電話の基地局やバックボーンを支える各種ネットワーク機器，デ

ータセンターで使用されるサーバー，地上波デジタル局の装置，計測器，業務用ゲー

ム機器，プラズマテレビなどあらゆる機器で利用されている。 

ＦＰＧＡと一部同様の機能として用いられることのあるＡＳＩＣ1及びＡＳＳＰ2は

下表のような特徴がある。 

 

（ＦＰＧＡ，ＡＳＩＣ及びＡＳＳＰの比較表） 

 ＦＰＧＡ ＡＳＩＣ ＡＳＳＰ 

カスタマイズ 顧客ごと 顧客ごと 用途ごと（複数顧客向け） 

販売単価 高 低 低 

顧客側の開発費 低 高 なし 

顧客側の開発期間 短 長 なし 

購入後の回路変更 可 不可 不可 

 

(3) ＣＰＬＤ 

ＣＰＬＤはＦＰＧＡと同様に製造後に需要者が回路を設計することができるという

点は共通しているが，いくつかの機能において相違がある。具体的な相違点は下表の

とおりとなっており，需要者がＦＰＧＡとＣＰＬＤを同一の用途に使うことは通常な

い。 

また，インテルグループは，自社の製造設備においてＣＰＬＤの製造を行っていな

い。 

（ＦＰＧＡとＣＰＬＤとの違い） 

 揮発性3 回路書換 仕様 サイズ コスト 用途 

FPGA 有 可 
外付メモリ

必要 
大 

高 

（２～３倍） 

多様な処理をこな

す設定が可能 

CPLD 無 不可 メモリ内蔵 小 低 
装置内の他の回路

との接続用 

 

(4) 半導体受託製造サービス 

インテルグループは，小規模な半導体メーカーに対して半導体受託製造サービスを

提供している。ファブレス4の半導体企業及び自社で設計を行うシステム開発会社は，

                            
1 ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit：エーシック）とは，特定顧客の用途に合わせてカスタ

マイズされたロジックＩＣである。集積回路の機能・性能が特定顧客の用途に最適化されることで，顧客は，Ａ

ＳＩＣを搭載した自社の製品と，既製の集積回路を搭載した他の製品との差別化を図ることができる。 
2 ＡＳＳＰ（Application Specific Standard Product：エーエスエスピー）とは，不特定多数の顧客に特定用途

向けの汎用製品として販売されるロジックＩＣである。 
3 揮発性があるとは，装置の電源を切った際に当該半導体の設定も消えるものである。不揮発性があるとは逆に装

置の電源を切っても保存された設定は消えないものである。 
4 自社の製造施設を持たない半導体メーカーをいう。 
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自社の半導体製品を設計し，当該設計を外部の製造会社に提供する。この外部の製造

業者を「ファブ」といい，一般的にはファウンドリーと呼ばれている。半導体受託製

造事業者は通常半導体ウェハ5のみを製造する。当事会社によれば，半導体受託製造事

業者間の競争はウェハの製造において行われているとしている。 

 

(5) データセンター向けの用途 

ア データセンター 

データセンターは，多様なコンピューターサーバーシステム，ネットワーキング

及び保存システムを含む関連システムの集合する大規模な施設であり，クラウドサ

ービス6プロバイダー（ＣＳＰ）やその他主要な金融機関など大規模なサーバーネッ

トワークオペレーターに用いられている。 

 

イ サーバー 

サーバーは，ネットワークを管理するソフトウェアとの相互運用によってＰＣや

プリンタを管理する専用コンピュータである。ＣＰＵやＲＡＭ（記憶装置）等のハ

ードウェア，オペレーションシステム及びアプリケーションソフトウェアで構成さ

れている。 

サーバーは，使用されているＣＰＵの種類により，x86ＣＰＵを用いるx86サーバ

ー7とそれ以外のＣＰＵを用いるその他のサーバーに大きく分けられ，国内における

サーバーの販売金額の約７０％（数量ベースではほとんど全て）はx86サーバーであ

る。 

 

ウ データセンター向けサーバー用途におけるＣＰＵ及びＦＰＧＡの組合せ 

ＣＰＵは，コンピュータにおける脳のような役割を有し，ソフトウェアプログラ

ムから受け取った指示を実行している。ＣＰＵは汎用装置であるため，幅広い機能

を発揮することができ，多様な計算処理を実行するように設計されている。データ

センターで用いられるサーバーにおいては，現状，ＣＰＵとＦＰＧＡはＣＰＵの処

理能力を向上させるためにＰＣＩｅ等の相互接続技術を用いてＣＰＵとＦＰＧＡを

接続して用いられる関係にあるが，更なるＣＰＵの処理能力の向上を行う方法の一

つとして，インテルグループは，いずれx86とＦＰＧＡを融合させることを計画して

いる。なお，ＣＰＬＤはＦＰＧＡとの性能の違いから，ＣＰＵの処理能力の向上に

用いられることはない。 

                            
5 ウェハはシリコン製の板状の回路基板であり，分割等の製造工程を経て顧客の半導体チップとなる。 
6 クラウドサービスとは，従来は利用者が手元のコンピュータで利用していたデータやソフトウェアを，ネットワ

ーク経由でサービスとして利用者に提供するものをいう。利用者側が最低限の環境（ＰＣや携帯情報端末などの

クライアント，その上で動くＷｅｂブラウザ，インターネット接続環境など）を用意することで，どの端末から

でも様々なサービスを利用することができる。 
7 名称は，インテル社製のx86ＣＰＵを使用して開発されたサーバーであることに由来するが，現在はインテル社

以外のx86ＣＰＵを用いたサーバーもx86サーバーと呼ばれている。 
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２ 商品又は役務の範囲 

(1) ＣＰＵ及びＦＰＧＡ 

ＦＰＧＡは，需要者自身がその用途に応じ，ＦＰＧＡ購入後に回路を設定・変更で

きる半導体であり，需要者はＦＰＧＡにその機能を求めていることから，回路の設定・

変更ができないＡＳＩＣ・ＡＳＳＰとの商品間で需要の代替性は認められない。また，

ＦＰＧＡとＡＳＩＣ・ＡＳＳＰの間では，回路設計・製造方法が異なり，当該設計・

製造に要するノウハウも異なっていることから，これらの商品間で供給の代替性は認

められない。 

需要者は，電子機器等の製造に当たり，その用途に応じた機能を有する半導体を用

いており，ＣＰＵ及びＦＰＧＡはそれぞれ，その特徴，機能が異なることから，これ

らの商品間で需要の代替性は認められない。 

また，ＣＰＵ及びＦＰＧＡの間では，回路パターン等の設計・製造方法が異なり，

設計・製造に要するノウハウも異なっていることから，これらの商品間で供給の代替

性は認められない。 

次に，ＣＰＵについては，上記１⑴のとおり，x86とＡＲＭに大別され，それぞれ用

途が異なる（x86は主にサーバー用〔データセンター内で使用されるサーバーを含む。〕

及びＰＣ用，ＡＲＭは主にスマートフォン・タブレット用，情報通信用及び産業用機

器用）ことから，これらの商品間で需要の代替性は認められない。また，x86ＣＰＵの

特許はインテルグループとＡ社が保有しており，ＡＲＭを製造している他のＣＰＵメ

ーカーはｘ86ＣＰＵを供給できる状況にないことから，供給の代替性も認められない。 

さらに，ＦＰＧＡについては，データセンター向けサーバー用，スマートフォン・

タブレット用，情報通信用及び産業用機器用に用いられているが，データセンター向

けサーバー用に用いられるＦＰＧＡは他の用途に用いられるＦＰＧＡとは要求される

性能が異なっており，需要の代替性は認められない。 

本件においては，上記１(5)ウのとおりＣＰＵとＦＰＧＡの接続・融合が進められて

いる中で，このような行為が行われることによる市場閉鎖効果を検討することとなる

ところ，このような接続・融合が進められているのはデータセンター向けサーバ用に

用いられるＣＰＵ及びＦＰＧＡであり，そのサーバーのほとんどはx86サーバーである

ため，ＣＰＵとＦＰＧＡを併せて必要とする者を需要者とする「データセンター向け

x86サーバー用ＣＰＵ」及び「データセンター向けx86サーバー用ＦＰＧＡ」を商品範

囲として画定した。 

なお，ＦＰＧＡについての半導体受託製造サービスは，必ずしも特定の用途に係る

ＦＰＧＡを製造するものではないため，垂直型企業結合については「ＦＰＧＡ」全体

を商品範囲として画定した。 

 

(2) ＣＰＬＤ 

ＣＰＬＤは，上記１(3)のとおり，ＦＰＧＡとは異なる目的で通常使用されることか
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ら，ＣＰＬＤとＦＰＧＡの間で需要の代替性は限定的である。 

また，ＦＰＧＡの設計はＣＰＬＤの設計よりもはるかに複雑であるため，ＦＰＧＡ

メーカーはＣＰＬＤの製造は可能であるが，ＣＰＬＤサプライヤーは相当な開発コス

ト又は開発リスクを抱えることなしに短期間で容易にＦＰＧＡの設計に切り替えるこ

とができないことから，供給の代替性は限定的であり，本件については「ＣＰＬＤ」

を商品範囲として画定した。 

 

(3) 半導体受託製造サービス 

半導体受託製造事業者は，様々な顧客向けに幅広い半導体を生産しており，必ずし

もＦＰＧＡやＣＰＬＤといった個別の半導体のみを製造しているものではない。また，

半導体受託製造事業者は，当事会社等の半導体メーカーが設計を行うことにより，容

易に他の半導体の受託製造サービスを提供できるものと考えられる。 

よって，本件については，「半導体受託製造サービス」を役務範囲として画定した。 

 

３ 地理的範囲 

(1) データセンター向けx86サーバー用ＣＰＵ，データセンター向けx86サーバー用ＦＰ

ＧＡ及びＣＰＬＤ 

上記２(1)及び(2)で画定した「データセンター向けx86サーバー用ＣＰＵ」，「デー

タセンター向けx86サーバー用ＦＰＧＡ」及び「ＣＰＬＤ」のいずれについても，輸送

費，関税等がほとんどかからないため，国内外で価格差がほとんどみられず，需要者

は国内外の供給者を差別することなく取引していること，供給者も需要者の所在する

国を問わず取引していることから，「世界全体」を地理的範囲として画定した。 

 

(2) 半導体受託製造サービス 

上記２(3)で画定した「半導体受託製造サービス」は，主要サプライヤーが世界中に

販売していること，当事会社等の主要顧客が世界中で事業を展開していること，上記

(1)のとおり半導体は輸送費等のコストがほとんどかからないことから，「世界全体」

を地理的範囲として画定した。 

 

第３ 本件行為が競争に与える影響 

１ 垂直型企業結合 

(1) 当事会社の地位 

ア 川上市場 

インテルグループは，半導体受託製造サービスを提供しており，ＦＰＧＡ及びＣ

ＰＬＤについても製造する可能性があることから，半導体受託製造サービスを川上

市場，ＦＰＧＡ及びＣＰＬＤを川下市場とした企業結合に該当する。 

ＨＨＩは最大で約３，９００，当事会社のシェアは５％未満であることから，垂

直型企業結合のセーフハーバー基準に該当する。 
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Ｄの購入拒否等（以下「顧客閉鎖」という。） 

ア 顧客閉鎖の能力 

インテルグループは半導体受託製造サービスの提供を開始して間がなく，直ちに

アルテラグループ向けの製造を本格的に開始することが困難であることから，アル

テラグループがインテルグループ以外の事業者に半導体製造を委託しないことは事

実上不可能9である。 

さらに，仮にアルテラグループが顧客閉鎖を行ったとしても，川上市場で半導体

受託製造サービスを提供する事業者は，容易にアルテラグループ以外に半導体受託

製造サービスを提供することができる10。 

以上から，本件行為によりアルテラグループがインテルグループの競争事業者に

対して顧客閉鎖を行う能力はないと考えられる。 

 

イ 顧客閉鎖のインセンティブ 

インテルグループは半導体受託製造サービス事業に参入したばかりであり，直ち

にアルテラグループ向けの製造を本格的に開始することが困難である上，現在他の

半導体受託製造事業者が製造している既存のＦＰＧＡと同じＦＰＧＡを直ちに製造

するためには大幅なコストを要する。 

以上から，本件行為によりアルテラグループがインテルグループの競争事業者に

対して顧客閉鎖を行うインセンティブはないと考えられる。 

 

ウ 小括 

以上から，本件行為により，アルテラグループがインテルグループの競争事業者

に対する顧客閉鎖を行うことによる市場の閉鎖性・排他性の問題は生じないと認め

られる。 

 

２ 混合型企業結合（商品拡大） 

(1) 当事会社の地位 

データセンター向けx86サーバー用ＣＰＵについては，正確な市場シェアは不明であ

るものの，市場の状況は下記のx86サーバー用ＣＰＵにおける状況と大きく変わりがな

いと当事会社や競争事業者は述べていることから，下記の市場シェアを元に検討する

と，ＨＨＩは約９，６００，当事会社の市場シェアは９５％以上である。また，デー

タセンター向けx86サーバー用ＦＰＧＡについても，正確な市場シェアは不明であり，

またＦＰＧＡはデータセンター向けとしてはＣＰＵの処理能力の向上の用途で用いら

れるものであり現時点では採用され始めたばかりであるが今後大きな需要の拡大が見

                            
9 現在，アルテラグループで取り扱う半導体の大半について製造受託しているのはＣ社である。 
10 アルテラグループとの取引金額が半導体受託製造事業者の売上げに占める割合は極めて小さい。半導体受託製

造事業者はＦＰＧＡ以外にも複数の半導体を製造しており，ＦＰＧＡ以外の半導体への切り替えは容易であると

考えられる。 
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Ｇ社とＣＰＵの製造販売業者であるＩ社は，ＣＰＵとＦＰＧＡ間の接続に基づい

たＣＰＵの処理能力の向上を実現する製品の開発に向けた戦略技術協力を発表し

ており，当事会社以外のＣＰＵサプライヤーは当事会社との協力によることなく

引き続きＦＰＧＡと組み合わせて用いるためのＣＰＵを供給することは可能であ

ると考えられる。 

以上のとおり，ＦＰＧＡの需要者においては，アルテラグループ以外からＦＰ

ＧＡを調達することは可能であり，当事会社が本件行為により，インテルグルー

プ製x86しか使用できないアルテラグループ製ＦＰＧＡを製造販売する，又はイン

テルグループ製x86しか１００％の性能を発揮できないアルテラグループ製ＦＰ

ＧＡを製造販売することにより，データセンター向けx86サーバー用ＣＰＵ市場を

閉鎖する能力は有しないと考えられる。 

 

(ｲ) 市場閉鎖を行うインセンティブ 

上記第２の１(5)のとおり，主にＣＰＵとＦＰＧＡとを補完的に用いる市場はデ

ータセンターのみである。ＣＰＵとＦＰＧＡとの融合（次世代技術）については，

需要者ヒアリングによれば，実現したとしても相当程度先の未来の技術であり，

また，データセンターにおいてＣＰＵの処理能力の向上を実現するためにＣＰＵ

と組み合わせられる半導体としてはＦＰＧＡ以外にもＡＳＩＣ及びＧＰＵ11が有

力であり，これらの半導体は半導体製造各社が技術開発を行っている段階である。

ＦＰＧＡがデータセンターにおいてＣＰＵとの組合せにおけるデファクトスタン

ダードになっていないことから，データセンター向けx86サーバー用ＣＰＵ市場を

閉鎖するインセンティブは有しないと考えられる。 

 

(ｳ) 小括 

以上のとおり，当事会社が本件行為により，インテルグループ製x86しか使用で

きないアルテラグループ製ＦＰＧＡを製造販売する，又はインテルグループ製

x86しか１００％の性能を発揮できないアルテラグループ製ＦＰＧＡを製造販売

することにより，データセンター向けx86サーバー用ＣＰＵ市場の閉鎖性・排他性

の問題が生じる蓋然性が認められるとはいえないことから，データセンター向け

x86サーバー用ＣＰＵ市場において，競争を実質的に制限することとはならないと

認められる。 

 

イ データセンター向けx86サーバー用ＦＰＧＡ 

当事会社が本件行為により，アルテラグループ製ＦＰＧＡしか使用できないイン

テルグループ製x86を製造販売する，又はアルテラグループ製ＦＰＧＡしか１００％

の性能を発揮できないインテルグループ製x86を製造販売するといった行為を行う

                            
11 グラフィック用のＣＰＵ 
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ことで，データセンター向けx86サーバー用ＦＰＧＡに係る取引分野において市場の

閉鎖性・排他性等の問題を生じさせる可能性がある。 

(ｱ) 市場閉鎖の能力 

ＣＰＵと他の半導体を組み合わせてＣＰＵの処理能力の向上を実行しようとす

る際に使用される可能性のあるＣＰＵと他の半導体のインターフェースとしては，

ＰＣＩｅ，ＱＰＩといった相互接続技術が存在し，中でも標準規格が設定され，

ＦＲＡＮＤ条件に従ったライセンスの義務が必須特許の保有者に課されているＰ

ＣＩｅが，インテル独自の相互接続技術（ＱＰＩ等）に代わる実行可能な代替手

段となると考えられる。 

また，インテルグループはＦＰＧＡメーカーに対して，独自の相互接続技術に

係るライセンスの付与を行っており，インテルグループ製のデータセンター向け

x86サーバー用ＣＰＵと接続して使用するためのデータセンター向けx86サーバー

用ＦＰＧＡを，当該ＦＰＧＡメーカーは引き続き供給することができる。 

さらに，平成２７年１０月に，ＦＰＧＡ市場において市場シェア５０％を超え

るＧ社とＣＰＵの製造販売業者であるＩ社は，ＣＰＵとＦＰＧＡ間の接続に基づ

いたＣＰＵの処理能力の向上を実現する競合製品の開発に向けた戦略技術協力を

発表しており，当事会社以外のＦＰＧＡサプライヤーは当事会社との協力による

ことなく引き続きＣＰＵと組み合わせて用いるためのＦＰＧＡを供給することは

可能であると考えられる。 

以上のとおり，ＦＰＧＡに係る当事会社の競合他社はＣＰＵの処理能力の向上

のためにＣＰＵと組み合わせて使用されるＦＰＧＡを提供することが可能となり，

当事会社がアルテラグループ製ＦＰＧＡとしか組み合わせて使用することができ

ないＣＰＵを製造販売する等の行為を行ったとしても，ＣＰＵの処理能力の向上

のために使用されるＦＰＧＡに係る競合他社を排除することはできないと考えら

れることから，データセンター向けx86サーバー用ＦＰＧＡ市場を閉鎖する能力は

有しないと考えられる。 

 

(ｲ) 市場閉鎖を行うインセンティブ 

データセンターにおいてＣＰＵの処理能力を向上させるためにＣＰＵと組み合

わせられることが今後見込まれる半導体はＦＰＧＡ以外にもＡＳＩＣ及びＧＰＵ

が有力であり半導体製造各社が技術開発を行っている段階である。したがって，

現時点でＦＰＧＡがデータセンターにおいてＣＰＵとの組合せにおけるデファク

トスタンダードになっているとはいえない。 

さらに，当事会社及び需要者によれば，当事会社を含む半導体メーカーが新製

品を開発する際には需要者の協力（製品テスト）が必要不可欠であるところ，当

事会社が上記のような行為を強行した場合，需要者の協力が得られなければ，次

世代製品の開発に多大な影響を及ぼす可能性がある。 

このような状況の中で，当事会社がデータセンター向けx86サーバー用ＦＰＧＡ
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市場を閉鎖するような行為を強行するインセンティブはないと考えられる。 

 

(ｳ) 小括 

以上のとおり，仮に当事会社がアルテラグループ製ＦＰＧＡとしか組み合わせ

て使用することができないＣＰＵを製造販売する等の行為を行ったとしても，当

事会社以外のＦＰＧＡサプライヤーは当事会社との協力によることなく引き続き

ＣＰＵと組み合わせて用いるためのＦＰＧＡを供給することは可能であること等

によりＦＰＧＡに係る当事会社の競合他社はＣＰＵの処理能力の向上に使用され

るＦＰＧＡを引き続き提供することが可能となっていること，ＦＰＧＡが現時点

においてデータセンターにおいてＣＰＵとの組合せにおけるデファクトスタンダ

ードになっているわけではないこと，当事会社の新技術開発への影響に鑑みると，

アルテラグループ製ＦＰＧＡとしか組み合わせて使用することができないＣＰＵ

を製造販売する等の行為によって，当事会社グループの競争事業者を排除するこ

とは困難である。よって，当事会社がこのような行為を行うことにより，データ

センター向けx86サーバー用ＦＰＧＡ市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる蓋然性

が認められるとはいえないことから，データセンター向けx86サーバー用ＦＰＧＡ

市場において，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならな

いと認められる。 

 

第４ 結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならない

と判断した。 
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事例５ エヌエックスピー・セミコンダクターズ・エヌブイとフリースケール・セミコンダ

クターズ・リミテッドの統合 

 

第１ 本件の概要 

本件は，①半導体の開発及び製造販売業を営むエヌエックスピー・セミコンダクター

ズ・エヌブイ（本社オランダ。以下，同社が属する企業結合集団を「ＮＸＰグループ」

という。）の子会社と半導体の製造販売業を営むフリースケール・セミコンダクターズ・

リミテッド（本社イギリス。以下，同社が属する企業結合集団を「ＦＳＬグループ」と

いう。）が，フリースケール・セミコンダクターズ・リミテッドを存続会社として合併

し，②合併後の会社の株式をエヌエックスピー・セミコンダクターズ・エヌブイが全部

取得したものである（以下，ＮＸＰグループとＦＳＬグループを併せて「当事会社」と

いい，当該合併及び当該株式取得を併せて「本件行為」という。）。 

関係法条は，独占禁止法第１０条及び第１５条である。 

 

（参考）海外競争当局との連絡調整 

本件については，米国連邦取引委員会，欧州委員会等も審査を行っており，当委員

会は，米国連邦取引委員会及び欧州委員会との間で情報交換を行いつつ審査を進めた。 

 

第２ 一定の取引分野 

１ 商品範囲 

当事会社は，半導体の製造販売業を営む会社であり，当事会社が製造販売する特定の

商品間で水平関係にあるものが存在する。これらのうち当事会社のシェアがいずれも比

較的高く，競争に与える影響が比較的大きいと考えられたＲＦパワートランジスタ（Ｒ

ａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｐｏｗｅｒ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）について検討し

た。ＲＦパワートランジスタは，アンテナに高周波帯で電波を飛ばす特殊な半導体であ

り，携帯端末のための通信インフラ（基地局等），レーダー，衛星等に搭載される製品

に使用されている半導体である。 

 

２ 地理的範囲 

上記１で画定した「ＲＦパワートランジスタ」は全世界で販売されているところ，輸

送費，関税等がほとんど掛からないため，国内外で価格差がほとんどみられず，需要者

は国内外の供給者を差別することなく取引していること，供給者も需要者の所在する国

を問わず取引していることから，「世界全体」を地理的範囲として画定した。 

 

第３ 本件行為が競争に与える影響 

１ 当事会社の地位 

ＨＨＩは約４，３００，当事会社の市場シェアは６０％以上であることから，水平型

企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 







４２ 

 

市場におけるシェアに関して変動はない。 

また，ＮＸＰグループが譲渡する中身としては，上記第４の１のとおり，ＲＦパワ

ートランジスタ事業に関係していた従業員を含め，これまでＮＸＰグループが行って

いたＲＦパワートランジスタ事業をそのまま切り離して譲渡するものであり，譲渡の

内容としては十分なものであると考えられる。 

さらに，譲渡先については，上記第４の２の各要件を満たしていれば，ＲＦパワー

トランジスタ市場における独立した有力な競争事業者となると考えられるが，当事会

社は，当該要件を満たす譲渡先にＲＦパワートランジスタ事業を譲渡するとしている。 

また，上記第４の３及び４のとおり，譲渡先については譲渡対象事業の競争力維持

及び分離独立性の維持等についても担保するとしている。 

上記のことから，当事会社から提示された本件事業譲渡は適切なものであると評価

した。 

 

第６ 結論 

当事会社が申し出た本件事業譲渡を行うことを前提とすれば，本件行為により，当事

会社が単独行動又は協調的行動により一定の取引分野における競争を実質的に制限する

こととはならないと判断した。 
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事例６ ウェスタンデジタルコーポレーションとサンディスクコーポレーションの統合 

 

第１ 本件の概要 

本件は，ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）等の製造販売業を営むウェスタンデジタ

ルコーポレーション（本社米国。以下「ウェスタンデジタル」といい，同社を最終親会

社とする企業結合集団を「ウェスタンデジタルグループ」という。）と，メモリーカー

ド等の製造販売業を営むサンディスクコーポレーション（本社米国。以下「サンディス

ク」といい，同社を最終親会社とする企業結合集団を「サンディスクグループ」といい，

ウェスタンデジタルグループとサンディスクグループを併せて「当事会社」という。）

が，統合した（以下「本件行為」という。）ものである。 

関係法条は，独占禁止法第１０条及び第１５条である。 

 

（参考）海外競争当局との連絡調整 

        本件については，米国連邦取引委員会等も審査を行っており，当委員会は，米国連

邦取引委員会との間で情報交換を行いつつ審査を進めた。 

 

第２ 一定の取引分野 

１ 商品範囲 

(1) 商品概要 

当事会社は共に，電子データを保存するための装置であるソリッドステートドライ

ブ（以下「ＳＳＤ」という。）のうち，企業向けであるエンタープライズＳＳＤを製

造販売している。ＳＳＤはインターフェース1により，さらに３種類に分類できる。当

事会社間で重複して製造販売している商品は，ＳＳＤのうち，ＳＡＳエンタープライ

ズとＰＣＩｅエンタープライズと呼ばれる商品である。 

ア ＳＳＤ 

ＳＳＤは，電子データを保存するための装置である。これまでデータを保存する

装置，例えば，個人向けのパソコンや企業向け（エンタープライズ）のサーバーや

ストレージとしては，ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）が広く利用されてきた。

一方で，ＳＳＤはＮＡＮＤ型フラッシュメモリというＩＣを内蔵しており，ＨＤＤ

と比較して価格は高いものの2，データの保存（書込み）や読込速度が速く，ＨＤＤ

のような可動部分がないことから物理的な衝撃に強いといった特徴3を持つ。このよ

うな特徴から，データを保存する装置は，ＨＤＤからＳＳＤに移行しつつある4。 

                            
1 他の機器との接続部のことをいう。 
2 ＨＤＤの一般的な価格は，１ＧＢ当たり０．０４～０．１８米ドルである。これに対して，ＳＳＤの一般的な

価格は，１ＧＢ当たり０．４２～２．４５米ドルである。 
3 他方，データの保存容量の大きさという点では，一般にＨＤＤのほうがＳＳＤよりも優れているが，近年，ＳＳ

Ｄの性能向上により，その差は縮まりつつあるとされている。 
4 この点について，（エンタープライズ）ＳＳＤの需要者は，ＨＤＤはＳＳＤと同様に記録媒体であるが，情報

の読込・書込速度がＳＳＤより遅く，（エンタープライズ）ＳＳＤの機能代替はできないと述べている。 
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ＳＳＤは，データ保存の機能を有する「ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ」，ＳＳＤ

におけるデータの読み書きと削除の制御及びエラーの修復の機能を担う「コントロ

ーラー」，ＳＳＤと接続先の装置やシステム等とのデータ通信の役割を担う接続部

である「インターフェース」で構成されている。ＳＳＤの部品のうち，ＮＡＮＤ型

フラッシュメモリーが最も重要な部品であり，ＳＳＤ全体のコストのうち，５割以

上を占めている。ＳＳＤの性能は，主に耐久性5，読込・書込速度6，信頼性7，容量8と

いう４つの要素で評価される。 

上記のように，ＨＤＤとＳＳＤとの間には性能差や価格差等があることから，需

要者は両製品を異なる製品と認識しており，両製品を場面に応じて使い分けている

（需要の代替性は一定程度存在するものの，限定的である。）。また，ＨＤＤとＳ

ＳＤは物理的な構造が全く異なることから，両製品の製造工程やプロセス，製造設

備やラインは全く異なる（供給の代替性はない。）。 

 

イ エンタープライズＳＳＤ 

ＳＳＤは，用途別に，主に個人向けであるクライアントＳＳＤと企業向けである

エンタープライズＳＳＤの２種類に分類できる。 

当事会社がともに製造しているのはエンタープライズＳＳＤであり，主に，企業

のデータセンター等の高負荷環境で用いられる，サーバーやストレージに組み込ま

れている。 

当事会社の顧客（エンタープライズＳＳＤの需要者）は，サーバーやストレージ

を製造する大手のメーカー9である。これらの顧客はエンタープライズＳＳＤを当事

会社らから購入し，自社が販売するサーバーやストレージに組み込んで，銀行等の

一般事業者や官公庁等に販売している。 

一方で，クライアントＳＳＤは，パソコンや携帯型電子機器等用のＳＳＤであり，

一般消費者の用に供する製品に用いられている。 

エンタープライズＳＳＤは，クライアントＳＳＤと比べて高性能であり，読込・

書込速度及び信頼性等の点で優れた性能を有する。 

 

表１：クライアントＳＳＤとエンタープライズＳＳＤとの比較 

 容量 平均価格（１ＧＢ当たり） 全世界における売上高

クライアント ３０ＧＢ～２ＴＢ ０．４２米ドル 約６８．８億米ドル 

                            
5 耐久性は，ＳＳＤが信頼性を失う（故障が起きる確率が増加し，自然寿命を迎える。）までに，ＳＳＤにデータ

の書込みを行うことができる合計回数を指す。 
6 読込・書込速度は，データをＳＳＤから読み込む速度及びデータをＳＳＤに書き込む（保存）速度を指す。 

7 信頼性は，データが失われるシステムの故障が起きる確率を指す。 

8 容量は，ドライブ上に保存できるデータの量を指す。 
9 当事会社によると，上位の需要者５社で，ＳＡＳエンタープライズＳＳＤの需要の大部分を占めるとしている。

また，この他の需要者として，大規模なクラウドサービスプロバイダー（以下「ＣＳＰ」という。）があるとし

ている。 
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ＳＳＤ 

エンタープラ

イズＳＳＤ 

１ ０ ０ Ｇ Ｂ

～６．４ＴＢ 

１．０５米ドル 約４５．４億米ドル 

 

上記のように，クライアントＳＳＤとエンタープライズＳＳＤとの間には性能差

や価格差等があり，その用途も異なる（需要の代替性はない。）。 

一方で，供給の代替性について，当事会社によると，クライアントＳＳＤとエン

タープライズＳＳＤは，構成部品に共通するものもあり，類似した組立てラインで

生産されるため，一定程度の供給の代替性があると認められる。 

なお，エンタープライズＳＳＤの市場規模は，年々売上高及び販売数量とも増加

しており，ＨＤＤからの切替需要を勘案すると今後もこの傾向は続くとみられる。 

 

ウ エンタープライズＳＳＤの異なるインターフェース 

エンタープライズＳＳＤは，インターフェース別に，ＳＡＴＡエンタープライズ，

ＳＡＳエンタープライズ，ＰＣＩｅエンタープライズに区別することができる。 

上記３種類のインターフェースのうち，当事会社がともに製造販売しているのは，

ＳＡＳエンタープライズＳＳＤ及びＰＣＩｅエンタープライズＳＳＤである。 

それぞれのインターフェースの特徴は以下のとおりである。 

(ｱ) ＳＡＴＡ 

ＳＡＴＡは３種類のインターフェースの中では最も旧式であり，このインター

フェースを採用したエンタープライズＳＳＤは一般的に他の２つのインターフェ

ースを採用したエンタープライズＳＳＤと比較すると，安価であるもののデータ

へのアクセス速度（データのやり取り速度）が遅く，信頼性が低い（故障の可能

性が高い。）とされている10。そのため，ＳＡＴＡインターフェースを採用するエ

ンタープライズＳＳＤは，通常，コスト重視のユーザー向けのサーバー等に使用

される。なお，大部分の一般消費者向けのクライアントＳＳＤには，ＳＡＴＡの

インターフェースが用いられている。 

 

(ｲ) ＳＡＳ 

ＳＡＳは上記ＳＡＴＡの後に登場したインターフェースであり，このインター

フェースを採用したエンタープライズＳＳＤは，ＳＡＴＡを採用したエンタープ

ライズＳＳＤと比べるとデータのやり取り速度が高速で，信頼性も高いとされて

いる。そのため，ＳＡＳエンタープライズＳＳＤは，データの管理等について，

高度な信頼性を求められる企業向けのハイエンドサーバー等に組み込まれている。 

                            
10 需要者によると，データ管理について非常に高い信頼性が求められる顧客（銀行等）に対して納入するサーバ

ー等には，ＳＡＴＡエンタープライズＳＳＤは通常用いないとしている。一方で，ＳＡＴＡエンタープライズＳ

ＳＤの需要がないというわけではなく，安価なサーバー等を求める顧客に対しては，ＳＡＴＡエンタープライズ

ＳＳＤを組み込むことで，価格対応を行うとしている。 
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(ｳ) ＰＣＩｅ 

ＰＣＩｅは，元来，ＨＤＤやＳＳＤといった記憶装置専用のインターフェース

としてではなく，様々な種類のハードウェアをシステム等と接続するための多目

的なインターフェースとして開発された11。 

ＰＣＩｅインターフェースの特徴の一つとして，搭載する装置に応じてレーン

（伝送路）の数を変えられるという点があり，一般に，レーン数が多いほど高速

なデータ通信が可能である反面，コストも高くなる。 

ＰＣＩｅインターフェースによって，高速でのデータの保存（書込み）と読込

みが可能となり，一般的に，ＰＣＩｅインターフェースを採用したエンタープラ

イズＳＳＤはＳＡＳインターフェースを採用したエンタープライズＳＳＤと同等

かそれ以上の信頼性があるとされている。 

当事会社からの説明及び需要者からのヒアリング結果から，各インターフェー

スを採用したエンタープライズＳＳＤの特徴をまとめると以下のとおりである。 

 

表２：各インターフェースを採用したエンタープライズＳＳＤの特徴 

 通信速度の 

目安 

各インターフェ

ースを採用した

エンタープライ

ズＳＳＤ間の平

均価格差（ＳＡＴ

Ａの価格を１と

した場合） 

信頼性 用途 

SATA ６Ｇｂｐｓ12 １ 低 ローエンド向け 

SAS １２Ｇｂｐｓ １．８ 高 ミドルからハイエンド向け 

PCIe ４０Ｇｂｐｓ ３ 高 ハイエンド向け 

 

(ｴ) エンタープライズＳＳＤのインターフェース別の全世界における売上高は以下

の表のとおりである。 

 

 

 

 

 

                            
11 当事会社によると，2011年に，ＳＳＤ向けに開発された，ＮＶＭｅ（Non-Volatile Memory Express）というオ

ープンで標準化されたＰＣＩｅインターフェース用の通信インタフェース/プロトコルがリリースされたことを

きっかけに，近年，エンタープライズＳＳＤメーカーの多くが，ＮＶＭｅプロトコルを採用したＰＣＩｅエンタ

ープライズＳＳＤを提供するようになったとしている。 
12 Ｇｂｐｓとは，データ転送速度の単位で，１秒間に何十億万ビット（何ギガビット）のデータを送れるかを表

したもの。毎秒１０億ビット（１ギガビット）のデータを伝送できるのが１Ｇｂｐｓ。 
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Ｄは安価であるが信頼性が低い，②ＳＡＳエンタープライズＳＳＤやＰＣＩｅエ

ンタープライズＳＳＤはＳＡＴＡエンタープライズＳＳＤに比べて信頼性は高い

が高価である，③ＰＣＩｅエンタープライズＳＳＤはＳＡＳエンタープライズＳ

ＳＤよりもさらに信頼性が高く，ＰＣＩｅエンタープライズＳＳＤはＳＡＳエン

タープライズＳＳＤからシェアを奪い，ハイエンドサーバー等に使用されること

が多いとしている。 

エンタープライズＳＳＤの需要者は，エンタープライズＳＳＤのメーカーから

エンタープライズＳＳＤを購入し，サーバーやストレージに組み込んで，一般企

業（銀行等）や官公庁等に販売している。需要者によると，エンタープライズＳ

ＳＤの性能14は，どのインターフェースを用いているかに大きく影響を受けるため，

採用に当たってインターフェースの種類は重要であるとしている15。 

エンタープライズＳＳＤの需要者によるとサーバー等を製造するに当たり，エ

ンタープライズＳＳＤのメーカーとも相談しながら，需要者の顧客が求めるサー

バーやストレージのパフォーマンスを満たしつつ，コスト条件に見合うエンター

プライズＳＳＤを決定するとしている。例えば，性能や信頼性をより重視する顧

客に対してはＳＡＳあるいはＰＣＩｅを使用したエンタープライズＳＳＤを採用

することとし，価格をより重視する顧客に対してはＳＡＴＡを使用したエンター

プライズＳＳＤを採用したサーバーやストレージにするとしている16。  

 

(ｷ) 異なるインターフェースの製造ラインについて（供給の代替性について） 

当事会社によると，エンタープライズＳＳＤを構成する部品は基本的に同一の

ものを使用しており，いずれのインターフェースのエンタープライズＳＳＤも同

じ製造設備を用いて製造することが可能であり，ある種類のインターフェースの

エンタープライズＳＳＤを製造しているラインを，別のインターフェースのエン

タープライズＳＳＤの製造ラインに切り替えることは容易であり，大した労力も

コストもかからないとしている。 

その理由として，エンタープライズＳＳＤの製造に当たっては，製造工程のほ

とんどが自動化され，ロボットによって製造されていることから，製造するエン

タープライズＳＳＤのインターフェースの種類に応じた適切な指示をロボットに

入力し，ロボットに適切な部材をセットすれば済むからであるとしている。 

                            
14 当事会社によると，顧客によって，エンタープライズＳＳＤに対するニーズは若干異なり，大規模なＣＳＰの

提供事業者は，先に述べたエンタープライズＳＳＤの性能評価基準のうち，容量と価格を重視し，高負荷サーバ

ーを提供する顧客は読込・書込速度と信頼性を重視する傾向にあるとしている。 
15 一方で，エンタープライズＳＳＤの性能は使用するインターフェースの種類だけで決定されるわけではなく，

内蔵されるコントローラーやＮＡＮＤによっても性能が異なってくる。 
16 需要者によると，実際の採用に当たっては，エンタープライズＳＳＤメーカーから提出されたサンプル（エン

タープライズＳＳＤメーカーは自社製品の開発や製造に関するロードマップを作成し，需要者であるサーバーや

ストレージメーカーに新商品を提案してくる。）を使って，自社のサーバーやストレージに試験的に組み込み，

他のデバイスやシステムとの相性や必要となるパフォーマンスを得られるかどうかの確認を行っており，このよ

うな作業はサーバーやストレージの製品化に当たって不可欠であるとしている。 
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(ｸ) 小括 

①需要の代替性 

上記(ｱ)から(ｶ)のように，インターフェースはエンタープライズＳＳＤの性能

差に大きな影響を与えること，それぞれのインターフェースを採用したエンター

プライズＳＳＤは性能・価格・信頼性が異なることから，需要者の選択に当たっ

てインターフェースの種類は重要である。実際，需要者はエンタープライズＳＳ

Ｄの性能を考慮する際，インターフェースの種類を重視している。一方で，需要

者の要求する仕様や価格によっては，異なるインターフェースを採用したエンタ

ープライズＳＳＤであっても，対応できる部分に重なりが生じる場合もあり，需

要の代替性が全くないとまではいえない。 

これらの事情に鑑みれば，各インターフェース間で需要の代替性は全くないと

まではいえないものの，現在はほとんどないと考えられる。 

 

②供給の代替性 

上記(ｷ)のとおり，当事会社は，ある種類のインターフェースのエンタープライ

ズＳＳＤを製造しているラインを，別のインターフェースのエンタープライズＳ

ＳＤの製造ラインに切り替えることは容易であり，エンタープライズＳＳＤの異

なるインターフェース間で一定程度の供給の代替性は認められると主張している。 

 

エ ＮＡＮＤ 

ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ17は，ＳＳＤのほか，タブレット，携帯電話機，ＵＳ

Ｂメモリ，ＳＤカード等の製品に広く使用されている集積回路（ＩＣ）であり，デ

ータを保存する機能を有する。ＮＡＮＤは，製品によってコスト，耐久性，パフォ

ーマンス，品質等の要素18や２Ｄ ＮＡＮＤと３Ｄ ＮＡＮＤ19という構造上の違いが

ある。 

当事会社によると，一般に，消費者向けの製品に使用されるＮＡＮＤは，サイズ

が小さく，消費電力が小さい。一方，企業向けであるエンタープライズＳＳＤに使

                            
17 フラッシュメモリは，データを記録するための不揮発性メモリである。フラッシュメモリには，ＮＡＮＤ型フ

ラッシュメモリとＮＯＲ型フラッシュメモリの２種類がある。ＮＡＮＤ型はＳＳＤのような大容量のデータ保存

用途に最適であるのに対して，ＮＯＲ型はコードの保存と実行に向いていて，通常小容量のものが用いられる。

ＮＡＮＤ型とＮＯＲ型にはこのような違いがあるため，ＳＳＤには，耐久性，価格，及びデータの書込・削除速

度等において優れるＮＡＮＤ型が専ら用いられている。以下，ＮＡＮＤ型フラッシュメモリをＮＡＮＤという。 
18 ＮＡＮＤにおける情報を蓄積するために必要最低限の回路構成をセルといい，セルに１ｂｉｔの情報を蓄積す

るものをSingle-Level Cell（ＳＬＣ），２ｂｉｔのものをMulti-Level Cell（ＭＬＣ），３ｂｉtのものをTripl

e-Level Cell（ＴＬＣ）という。ＮＡＮＤにはこのような区別があるものの，当事会社によると，需要者はこれ

らの種類の商品を代替的に用いているとしている。 
19 ＮＡＮＤは，1998年頃の発売以来，微細化等を進めることにより，小型化，単位容積当たりの容量の増大及び

低コスト化が図られてきた。しかし，微細化による限界（ムーアの法則の限界）がみえてきたことから，近年，

トランジスタを立体的に積層する構造をした３Ｄ ＮＡＮＤが登場した。３Ｄ ＮＡＮＤは，２Ｄ ＮＡＮＤと比べ

て，その構造上，性能，信頼性及び耐久性において優位であるとされている。 
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用されるＮＡＮＤは，信頼性がより高く，記憶容量が大きい傾向がある。しかしな

がら，両者に明確な区分があるわけではないとしている。 

ＮＡＮＤの全世界における売上高は以下のとおりであり，売上高，販売数量とも

年々増加している。 

 

表５：ＮＡＮＤの全世界における売上高及び販売数量（自家消費分含む） 

 2012年 2013年 2014年 

売上高（百万米ドル） 24,322 29,745 31,271 

販売数量（百万ＧＢ） 31,769 44,922 64,684 

 

(ｱ) 当事会社のＮＡＮＤの調達先及び販売先（需要先） 

ウェスタンデジタルは，ほとんどエンタープライズＳＳＤを製造する目的だけ

    のためにＮＡＮＤを調達している。 

サンディスクは，自社（別のＮＡＮＤ製造業者との合弁工場）で製造するＮＡ

ＮＤのほとんど全てを自らが製造するＳＳＤやＵＳＢメモリ等に使用（自家消費）

しており，その調達先はほとんど全てがＡ社との合弁工場からである。 

 

(ｲ) ＮＡＮＤ製造に係るサンディスクとＡ社の関係について 

サンディスクとＡ社は，それぞれＡ社が５０．１％，サンディスクが４９．９％

の株式を保有する形で共同出資会社（以下，「本件ＪＶ」という。）を組成して

いる。 

サンディスク及びＡ社は調達したＮＡＮＤをそれぞれ独立して販売（又は自家

消費）している20。 

当事会社によると，上記のようなＮＡＮＤ製造に係るサンディスクとＡ社の関

係については，本件統合後も引き続き継続されるとしている。 

上記のように，Ａ社とサンディスクは共同で販売を行うわけではないこと，商

品は両社で異なり，Ａ社とサンディスクが販売する製品の製造コストは異なるこ

とに鑑みれば，本件統合後，両社が共同で販売を行うとみられる特段の事情はみ

られない。 

このため，下記第３における垂直型企業結合の競争に与える影響の評価に当た

っては，Ａ社の販売は引き続きサンディスクとは独立して行われることを前提に

検討する。 

 

(2) 商品範囲についての検討 

上記(1)から，クライアントＳＳＤとエンタープライズＳＳＤの間には需要の代替性

                            
20 サンディスクは，ＮＡＮＤの調達を本件ＪＶから行っており，調達したＮＡＮＤのほとんど全てを自家消費し

て，自社で販売する製品（ＳＳＤ，ＵＳＢ，メモリカード等）に使用している一方で，Ａ社は調達したＮＡＮＤ

を自家消費する他，ＮＡＮＤそのものの外販を行っている。 
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ンタープライズＳＳＤの価格を上昇させた場合，ＮＡＮＤを自製しているＢ社及び

Ｃ社は，エンタープライズＳＳＤ以外に使用しているＮＡＮＤをＳＡＳエンタープ

ライズＳＳＤにまわすことにより，安価なＳＡＳエンタープライズＳＳＤを製造す

るインセンティブが出てくる。このような事情が当事会社がＳＡＳエンタープライ

ズＳＳＤの価格引上げに関する牽制力になり得る21。 

 

イ 需要者からの競争圧力 

ＳＡＳエンタープライズＳＳＤの需要者は，サーバーやストレージ等を製造する

大手のメーカーや大規模なＣＳＰであり，上位５社の需要者で，ＳＡＳエンタープ

ライズＳＳＤの需要の大部分を占めている。 

これらの需要者は，ＳＡＳエンタープライズＳＳＤの調達を行うに当たり，自ら

が求める仕様・性能を満たす製品を製造しているＳＡＳエンタープライズＳＳＤの

メーカーに対して，見積依頼を行い，見積結果（価格）と技術提案の内容の両面か

ら検討し，まず供給する候補者となるメーカーを複数選定する（第一段階）。その

後，需要者は供給資格を得た各メーカーから提示された価格に基づいて，通常四半

期ごとに供給量を割り振る（第二段階）。そして，需要者は見積りを経た第一段階

で複数のメーカーに供給資格を与えた後，特段の追加コストを必要とせずに，少な

くとも四半期ごとに当該メーカー間で，実際に供給するメーカーを切り替えること

ができるとしている。 

この点について，需要者ＨはＳＡＳエンタープライズの供給先をＡ社とウェスタ

ンデジタルの２社からの複数購買としているところ，通常四半期ごとに１回開催す

るメーカーとの価格交渉の機会をとらまえて，これらの事業者間で調達割合の変更

を行っていると述べており，供給するメーカーや割り振る供給量を変更することは

容易であるとしている。 

また，エンタープライズＳＳＤのコストの大半を占めるＮＡＮＤの価格について

はその価格動向が公にされており22，需要者からすれば，エンタープライズＳＳＤの

価格（コスト）をある程度把握できる状況にある23。 

さらに，エンタープライズＳＳＤの需要者の多くは併せてＨＤＤを購入している

ところ，仮に当事会社がＳＡＳエンタープライズＳＳＤの価格を引き上げるような

ことを行えば，当事会社（ウェスタンデジタル）からＨＤＤを購入している需要者

はＨＤＤを当事会社から購入しないという対抗手段をとることができることから，

当該事情は，当事会社がＳＡＳエンタープライズＳＳＤの値上げを牽制する力にな

                            
21 当事会社によると，エンタープライズＳＳＤの製造に当たっては，そのほとんどが，製造受託業者により製造

されているとしており，当該製造受託業者の正確な供給余力については不明であるとしているものの，数多くの

製造受託業者がいること，製造受託業者は幅広い範囲の電子機器を製造しており，エンタープライズＳＳＤの需

要が高まれば，フレキシブルにその需要に対応できるとしており，一定程度の供給余力があることが推測される。 
22 当事会社によると，調査会社が収集した市場情報及び情報源により，最新のＮＡＮＤの価格報告及び顧客に関

する情報が提供されているとしている。 
23 この点については，需要者も同趣旨のことを述べている。 
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り得る。 

なお，エンタープライズＳＳＤの需要者のうち，一部の需要者はエンタープライ

ズＳＳＤを内製することが可能であり，このような需要者においては，仮に本件取

引後に当事会社がエンタープライズＳＳＤの価格を引き上げたとしても，エンター

プライズＳＳＤの外部からの調達量を減らし，エンタープライズＳＳＤの内製比率

を高めることで，対抗することが可能である。 

このように，需要者からの競争圧力は十分に働いているといえる。 

 

ウ 参入圧力 

ＳＡＳエンタープライズＳＳＤに係る特許は当事会社及び競合他社とも保有して

いるものの，本件行為により当事会社が保有する特許が参入障壁となるような事実

関係は認められない。 

また，近年，ＳＡＳエンタープライズＳＳＤ市場に参入したメーカーとして，Ｂ

社（平成２４年に参入），Ｄ社（平成２６年に参入）があり，平成２６年のシェア

は売上高ベースで，Ｂ社が約１０％，Ｄ社が０－５％を占めている。このように，

近年，複数の事業者が参入していること等から，一定程度の参入圧力が認められる。 

 

エ 隣接市場からの競争圧力 

ＳＡＳエンタープライズＳＳＤと比較して，一般にＰＣＩｅエンタープライズＳ

ＳＤは通信速度が速く，より高性能向けであり，高価格である。一方，ＳＳＤ向け

に開発されたＮＶＭｅ24の開発により，今後，ＰＣＩｅエンタープライズＳＳＤの需

要は急激に伸びていくことが見込まれ，両者の用途や機能には，現段階では差があ

るものの，この差は収斂していくと考えられる。 

よって，ＳＡＳエンタープライズＳＳＤの価格の上昇は，当事会社の市場シェア

が低い類似の機能を持つＰＣＩｅエンタープライズＳＳＤとの差異を縮小させるこ

とを意味し，ＰＣＩｅエンタープライズＳＳＤへの移行を進めることになることか

ら，ＳＡＳエンタープライズＳＳＤと比して市場規模は現時点では小さいものの，

ＰＣＩｅエンタープライズＳＳＤは，ＳＡＳエンタープライズＳＳＤの隣接市場と

して有力な競争圧力と認められる。 

 

オ 技術革新の動向 

当事会社によると，エンタープライズＳＳＤの商品サイクルは約１５か月と比較

的短く（商品陳腐化のサイクルが短い。）25，今後，エンタープライズＳＳＤの需要

は年々伸びていくこととあいまって，新製品には新たな技術（例えば，ＰＣＩｅイ

ンターフェースにおけるＮＶＭｅや３Ｄ ＮＡＮＤ）が導入され，性能の向上や価格

                            
24 脚注１１参照 
25 この点について，需要者Ｈは，エンタープライズＳＳＤの各メーカーは既存製品の発売から１年程度経過する

と当該製品をＥＯＬ（End Of Life：生産終了）にして，次世代製品に切り替えるとしている。 
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低減の競争が事業者間で常に行われているとしている。 

また，需要者によると，調達過程においてエンタープライズＳＳＤのメーカーか

ら示された技術・新規提案も考慮される。すなわち，サンプルテスト等により，エ

ンタープライズＳＳＤの性能等を競わせた上で，調達先を選定するとしており，需

要者はエンタープライズＳＳＤメーカーに対し高い性能等を求める慣行がある。 

よって，ＳＡＳエンタープライズＳＳＤ市場は性能・品質競争が活発に行われて

おり，技術革新が頻繁に行われている市場であると認められる。 

 

カ 小括 

①単独行動による競争の実質的制限 

本件統合後，当事会社はＳＡＳエンタープライズＳＳＤ市場において約７５％の

シェアを有することとなる。 

しかし，有力な競争事業者としてＡ社及びＢ社が存在すること，ＳＡＳエンター

プライズＳＳＤの需要者は，いずれも非常に有力な事業者であり，これらの需要者

は同商品を調達する当たり，複数購買の方法で，定期的に見積りを行って調達先を

見直していることから，需要者からの値下げ圧力や調達先の切替圧力は非常に強い

こと，さらに，ＳＡＳエンタープライズＳＳＤの隣接市場として今後需要が大きく

伸びていくことが予想されているＰＣＩｅエンタープライズＳＳＤが有力な競争圧

力になり得ること，近年，複数の事業者がＳＡＳエンタープライズＳＳＤの市場に

参入していることにも鑑みれば，当事会社が単独で価格等をある程度自由に左右す

ることができる状態が現出するおそれはない。 

よって，本件統合は，当事会社の単独行動により，ＳＡＳエンタープライズＳＳ

Ｄ市場における競争を実質的に制限することとはならないと認められる。 

 

②協調的行動による競争の実質的制限 

上記①でも述べたように，ＳＡＳエンタープライズＳＳＤ市場においては，需要

者は，複数購買を行っており，需要者からの値下げ圧力や調達先の切替圧力が非常

に強いこと，近年，複数の事業者がＳＡＳエンタープライズＳＳＤの市場に参入し

ていること，さらに，技術革新が頻繁に行われ，各事業者の市場シェアが変動しや

すい状況であることから，各事業者が互いの行動を予測することが困難であるとい

った事情がみられる。これらの事情が事業者間の協調的行動に対する有効な牽制力

になると考えられ，ＳＡＳエンタープライズＳＳＤのメーカー間で，協調的行動が

採られる可能性は低いと考えられる。 

よって，当事会社が競争事業者と協調的行動をとることにより，価格等をある程

度自由に左右することができる状態が現出するおそれはなく，本件統合は，当事会

社と他の競争事業者の協調的行動により，ＳＡＳエンタープライズＳＳＤ市場にお

ける競争を実質的に制限することとはならないと認められる。 
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(2) 垂直型企業結合（ＮＡＮＤ） 

ア サンディスクが当事会社以外の競争事業者に対して行うＮＡＮＤの供給拒否等

（以下「投入物閉鎖」という。）に関する検討 

投入物閉鎖に関しては，ＮＡＮＤの供給市場（川上市場）で垂直型セーフハーバ

ー基準に該当することから，詳細な検討は行わない。 

なお，サンディスクはＡ社との合弁によって製造したＮＡＮＤのほとんど全てを

自らが製造するＳＳＤやＵＳＢメモリ等で自家消費しており，この点からいっても，

投入物閉鎖の問題が生じるとは考えられない。 

 

イ 当事会社によるサンディスク以外の競争事業者からのＮＡＮＤの購入拒否等（顧

客閉鎖）に関する検討 

当事会社によると，ウェスタンデジタルは，現在，エンタープライズＳＳＤを製

造するだけの目的でＮＡＮＤを調達している。また，ＮＡＮＤはエンタープライズ

ＳＳＤ以外（クライアントＳＳＤ，タブレット，携帯電話機，ＵＳＢメモリ等）に

も広く使用されている。さらに全てのＮＡＮＤの供給者によるＮＡＮＤの供給量（自

家消費分を加えた総供給量）に占める当事会社のＮＡＮＤ調達量（購入量）のシェ

アは合計で約２０％（ウェスタンデジタル０－５％，サンディスクが約１５％）で

あるとしている。仮に本件統合後，当事会社（ウェスタンデジタル）がサンディス

クからのみＮＡＮＤを購入することとした場合，サンディスクの競争事業者はウェ

スタンデジタルとの取引を失うとしても，当該市場シェアに鑑みれば，直ちに市場

から排除されるわけではないといえる。 

よって，本件統合により，市場の閉鎖性・排他性の問題が生じるとは考えられな

い。 

 

第４ 結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならない

と判断した。 
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事例７ デナリホールディングスインクとＥＭＣコーポレーションの統合 

 

第１ 本件の概要 

本件は，持株会社であるＤｅｎａｌｉ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｉｎｃ．（本社米国。以

下，同社を「Ｄｅｎａｌｉ」といい，同社が属する企業結合集団を「Ｄｅｎａｌｉグル

ープ」という。主にコンピュータ等の製造販売業を営むＤｅｌｌ Ｉｎｃ．（以下「Ｄ

ｅｌｌ」という。）を子会社に持つ。）の子会社である特定目的会社と主にソフトウェ

ア等の製造販売業を営むＥＭＣ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（本社米国。以下，同社を「Ｅ

ＭＣ」といい，同社が属する企業結合集団を「ＥＭＣグループ」という。また，「Ｄｅ

ｎａｌｉグループ」と「ＥＭＣグループ」を併せて「当事会社」という。）が，ＥＭＣ

を存続会社として合併し，合併後の株式をＤｅｎａｌｉが全部取得するものである（以

下，当該合併及び当該株式取得を「本件行為」という。）。 

関係法条は，独占禁止法第１０条及び第１５条である。 

 

（参考）海外競争当局との連絡調整 

本件については，米国連邦取引委員会，欧州委員会等も審査を行っており，当委員

会は，米国連邦取引委員会及び欧州委員会との間で情報交換を行いつつ審査を進めた。 

 

第２ 一定の取引分野 

１ 対象商品の概要 

当事会社間で競合する商品は，①外付けエンタープライズ・ディスク・ストレージ・

システム（以下「ＥＥＤＳＳ」という。），②バックアップ・ソフトウェア，③アイデ

ンティティ＆アクセス・マネジメントソリューション（以下「ＩＡＭソリューション」

という。）となっている。また，④Ｄｅｌｌが製造販売するx86サーバー及び⑤ＥＭＣグ

ループ傘下のＶＭｗａｒｅ，Ｉｎｃ．（以下「ＶＭｗａｒｅ」という。）が製造販売す

る仮想化ソフトウェアについては，共通の需要者に販売される場合がある。 

以下では，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当するバックアップ・ソフトウ

ェア及びＩＡＭソリューションを除いた３商品について検討を行う。 

(1) 当事会社間で競合する商品の概要（ＥＥＤＳＳ） 

ＥＥＤＳＳとは，複数のディスクドライブ（ＨＤＤ，ＳＳＤ等），コントローラー，

電源ファンユニットが搭載された１台の筐体をいう。ＥＥＤＳＳはサーバーに接続し

て使用され，容量，効率性，冗長性（情報の安全性）を向上させるシステムである。 

ＥＥＤＳＳは，性能，キャパシティ，拡張性，データ可用性等の特徴により差別化

され，スペックごとに価格が異なっている。当事会社によれば，その価格帯に応じて

①Ｅｎｔｒｙ－Ｌｅｖｅｌ（平均販売価格２５，０００米ドル未満），②Ｍｉｄ－Ｒ

ａｎｇｅ（平均販売価格２５，０００米ドル以上２４９，９９９米ドル以下），③Ｈ

ｉｇｈ－Ｅｎｄ（平均販売価格２５０，０００米ドル以上）の３つに分けられるとし

ている。 
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保有していたとしても支持を得られるよう全てのx86サーバーに対応できる「汎用性」

を持つようソフトウェアの設計を行っている。実際，現在，各メーカーから販売さ

れている仮想化ソフトウェアについてはいずれのx86サーバーでも利用可能な汎用

性は備わっている。 

 

２ 商品範囲 

(1) ＥＥＤＳＳ 

前述のとおり，ＥＥＤＳＳは価格帯に応じて①Ｅｎｔｒｙ－Ｌｅｖｅｌ，②Ｍｉｄ

－Ｒａｎｇｅ及び③Ｈｉｇｈ－Ｅｎｄに分類できる。需要者は，ワークロード処理能

力，拡張性のパフォーマンス，信頼性，データ処理効率性，データ復元可能性，デー

タ共有特性，データセキュリティ又はエナジー効率性といった機能のうち，どの部分

を重視するかにより①～③を注文することになる2。また，例えば，Ｄｅｌｌが①に区

分しているＥＥＤＳＳの一部については，ＥＭＣが②として考えているといった事情

があるなど事業者によって①～③の区分の定義は異なっており，ＥＥＤＳＳを３つの

区分に分けることは困難である。 

また，①Ｅｎｔｒｙ－Ｌｅｖｅｌ，②Ｍｉｄ－Ｒａｎｇｅ，③Ｈｉｇｈ－Ｅｎｄ

の３つはいずれも共通の機能を備えており，特定の供給者しか製造ができないような

特殊な機能を有したＥＥＤＳＳはない。いずれの商品についても容易に製造ラインを

替えることで製造することができることから，これら３つの間に供給の代替性はある

と考えられる。 

よって，本件については，商品範囲を「ＥＥＤＳＳ」として画定した。 

 

(2) x86サーバー 

x86サーバーとその他のサーバーは上記１（2）アのとおり，共通する用途に用いら

れる場合があり，両者の間には必ずしも代替性がないわけではないが，サーバーにつ

いての検討は下記第３の２（2）のとおり仮想化ソフトウェアを利用する需要者が購入

するサーバーについて行う必要があるものであり，仮想化ソフトウェアが用いられる

サーバーのほとんどはx86サーバーであることから， x86サーバーについて検討を行え

ば足りるものと考えられる。 

x86サーバーは，使用する需要者のタイプにより，オンプレミス型とクラウド型

の２つに大別される。前者はx86サーバーを購入した事業者が自社内で自らがサーバー

を構築し管理する方法により使用するサーバーをいい，後者はクラウド事業者（クラ

ウドサービスプロバイダー〔以下「ＣＳＰ」という。〕）がサーバーを購入してクラ

ウドスペースを顧客に提供する方法により使用するサーバーをいう。 

しかしながら，次の理由からオンプレミス型とクラウド型の間に需要の代替性及び

供給の代替性があると考えられることから，本件については，商品範囲を「x86サーバ

                            
2 需要者及び競合他社によれば，ある特定の機能が①～③のいずれかのものにしか備わっていないということはな

く，事業者ごとに①～③の区分が異なっていることから，①～③を明確に区分することはできないとしている。 
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ー」として画定した。 

ア x86サーバーを購入する需要者は，x86サーバーをオンプレミス型又はクラウド型

のどちらで運用する場合においても同じx86サーバーを使用すること 

イ x86サーバーは，オンプレミス型かクラウド型かに関わらず同一の製品であり製造

ラインが異なるという事情はないこと 

 

(3) 仮想化ソフトウェア 

前述のとおり，仮想化を行う対象は①サーバー，②ストレージ・システム，③ネッ

トワーク機器などであり，それぞれを仮想化するソフトウェアが存在する。例えば，

サーバーを仮想化する手段としては，サーバー用仮想化ソフトウェアを用いるしか方

法はなく，それ以外の仮想化ソフトウェアではサーバーを仮想化することはできない

ことから，これらの商品間に需要の代替性は認められない。 

また，①サーバー，②ストレージ・システム，③ネットワーク機器などの仮想化ソ

フトウェアについては，異なる分野のソフトウェアを開発するために，相当な開発期

間，相当数の人員，相当な投資額及び製品テストが必要であることから，これらの商

品間で供給の代替性は認められない。また，当事会社が有力な仮想化ソフトウェアを

有している分野はサーバー用であることから，サーバー用のみ検討することで足りる

と考えられる。 

よって，本件については，商品範囲を「サーバー用仮想化ソフトウェア」として画

定して検討を行った。 

 

３ 地理的範囲 

(1) ＥＥＤＳＳ及びサーバー用仮想化ソフトウェア 

上記２で画定したＥＥＤＳＳ及びサーバー用仮想化ソフトウェアはいずれについて

も，輸送費，関税等がほとんど掛からないため，国内外で価格差がほとんどみられず，

需要者は国内外の供給者を差別することなく取引していること，供給者も需要者の所

在する国を問わず取引していることから，地理的範囲を「世界全体」として画定した。 

 

(2) x86サーバー 

サーバーの供給業者が国内でサーバーを販売するに当たり，日本語のキーボード，

ソフトウェア及びオペレーションシステムを搭載したり，電源アダプター等の部品を

日本仕様に変更したりするなど，サーバーを国内向けに仕立てた上で販売し，国内の

需要者も，専ら国内向けに仕立てられたサーバーを，国内の供給業者から購入してい

る。 

しかしながら，当事会社及び競合他社によれば，基本仕様は各国同様でそれを国ご

とにカスタマイズしているだけであり，日本特有のコストがかかるものではない3とし

                            
3 競合他社によれば，日本の需要者はx86サーバーを長期間使用する傾向にある点，製品とともにサービス内容も

重視して製品を選択する点が海外と異なるとしている。 





６３ 

 

選択肢のほかに，ＣＳＰからストレージスペースを借りる等の方法により自社のデー

タセンターを拡大することを避けつつ，ストレージ容量を拡大することができる。 

ＣＳＰは自らのインフラストラクチャを利用して，顧客に対してクラウド上でサー

ビスとしてストレージを提供している。 

なお，当事会社及び競合他社によれば，ＣＳＰが提供するクラウドによるストレー

ジの約９０％は，x86サーバー本体に内蔵されたストレージをソフトウェア・ディファ

インド・ストレージ（以下「ＳＤＳ」という。）4を用いてクラウドによるサービスを

提供できるように加工しており，必ずしもＥＥＤＳＳを必要としていない状況にある

としている。 

ＥＥＤＳＳからＣＳＰが提供するクラウドサービスへの移行事例は実際に生じてき

ており，また，以下のような事情も見られることからクラウドサービスはＥＥＤＳＳ

の隣接市場における有力な競争圧力として働くものと認められる。 

① 当事会社が提出した民間調査会社のレポートによれば，ストレージ業界は現

在，オンプレミス型からクラウド型への移行段階にあり，クラウド市場

は２０１４年から２０１８年までの間に既存のＩＴ技術の５倍以上の比率で成

長するとされている。 

② 総務省が平成２７年７月に公表した「平成２６年度通信利用動向調査の結果」

によれば，クラウドサービスを利用する事業者は年々増加5している中で，需要

者が利用するクラウドサービスとしては「ファイル管理・データ保有」の割合

が４６．３％（平成２６年）と最も多く，ストレージ利用に当たって一定程度

国内にクラウドによるサービスが普及していると考えられる。当該報告書によ

れば資本金の大きい企業ほどクラウドサービスの利用に積極的な傾向にあり，

今後もクラウドサービスを利用する企業が増加していく傾向にあると考えられ

る。 

 

(5) 協調的行動による競争の実質的制限 

上記(3)のとおり新規参入が比較的容易である点，ＣＳＰが提供するクラウドによる

サービスが台頭してきた点等の事情が事業者間の協調的行動に対する有効な牽制力に

なると考えられ，ＥＥＤＳＳメーカー間で，協調的行動が採られる可能性は低いと考

えられる。よって，当事会社が競争事業者と協調的行動を採ることにより，価格等を

ある程度自由に左右することができる状態が現出するおそれはなく，本件企業結合に

より，当事会社グループが他の競争事業者と協調して一定の取引分野における競争を

実質的に制限することとはならないと考えられる。 

 

                            
4 ＳＤＳとは複数のサーバーに内蔵されたストレージを一つの共有ストレージのように共有化し，アプリケーショ

ンの必要に合わせて自動的・効率的に分配されることを可能とするソフトウェアをいう。 
5 クラウドサービス利用者は，平成２２年が１４．１％，平成２３年が２１．６％，平成２４年が２８．２％，平

成２５年が３３．１％，平成２６年が３８．７％となっている。 
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ア 市場閉鎖能力について 

サーバー用仮想化ソフトウェアについては，①上記第２の１(2)イのとおり，どの

x86サーバーにも汎用的に用いられる設計となっていること，②需要者が一度サーバ

ーに組み込んだ仮想化ソフトウェアメーカーのソフトウェアを別の仮想化ソフトウ

ェアメーカーのものに切り替えることは容易6であること，③仮想化ソフトウェアは

ソフトウェアのライセンスを許諾することにより販売しているものであり，どの仮

想化ソフトウェアメーカーも供給余力が不足することはないという事情がある。 

このような状況の中で，仮想化ソフトウェア市場においては，上記(1)のとおり，

市場シェア約３０％（第２位）を有するＧ社等の有力な競争事業者が存在7しており，

仮に当事会社がＤｅｌｌ製x86サーバーしか使用できないＶＭｗａｒｅ製サーバー

用仮想化ソフトウェアを製造販売する，又はＤｅｌｌ製x86サーバーでしか１００％

の性能を発揮できないＶＭｗａｒｅ製サーバー用仮想化ソフトウェアを製造販売し

ても，需要者はＶＭｗａｒｅ以外から容易にサーバー用仮想化ソフトウェアを購入

することができる。 

さらに言えば，Ｇ社の仮想化ソフトウェアはここ数年でシェアを伸ばしており，

ＣＳＰは無料のサーバー用仮想化ソフトウェアを使用する傾向もある。このような

状況で上記のような行為を行ったとしても，当事会社以外のx86サーバーの供給者は

x86サーバーの需要者を容易に見出すことが出来ると考えられる。 

以上のとおり，サーバー用仮想化ソフトウェアの需要者においては，ＶＭｗａｒ

ｅ以外からサーバー用仮想化ソフトウェアを調達することは可能であり，当事会社

が当事会社のx86サーバーでしか使用できないＶＭｗａｒｅ製サーバー用仮想化ソ

フトウェアを販売する等の行為を行うことにより，x86サーバー市場を閉鎖する能力

は有しないと考えられる。 

 

イ 市場閉鎖を行うインセンティブ 

上記アの事情に加え，サーバー用仮想化ソフトウェアの開発に当たっては様々な

x86サーバーを有する需要者から支持を受けることが重要であり，汎用性を捨て，Ｖ

ＭｗａｒｅがＤｅｌｌ製のx86サーバー以外のx86サーバーに対して閉鎖的な仕様に

変更することは当事会社にとってデメリットが大きいと考えられる8。 

また，当事会社及び競合他社によれば，一般的にサーバー用仮想化ソフトウェア

とx86サーバーではサーバー用仮想化ソフトウェアの方が利益率が高く，利益率の低

いx86サーバーを多く売るためにＤｅｌｌ製x86サーバーしか使用できないＶＭｗａ

ｒｅ製サーバー用仮想化ソフトウェアを製造販売する，又はＤｅｌｌ製x86サーバー

でしか１００％の性能を発揮できないＶＭｗａｒｅ製サーバー用仮想化ソフトウェ

                            
6 移行に係る技術的な障壁はない中で競争事業者の中にはＶＭｗａｒｅの仮想化ソフトウェアからの移行を容易

にする移行ツールを無償で提供している事業者もいる。 
7 I社の国内のシェアは約４０％（第１位）である。 
8 競合他社も同趣旨のことを述べている。 
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アを製造販売するインセンティブはないとしている。 

したがって当事会社にはこのような結論に至るような閉鎖的な仕様にするインセ

ンティブは持たないと考えられる。 

 

ウ 小括 

以上のとおり，当事会社が仮想化ソフトウェアの仕様を当事会社以外のx86サーバ

ーに対して閉鎖的なものとすることにより，x86サーバー市場の閉鎖性・排他性の問

題が生じる蓋然性が認められるとはいえないことから，x86サーバー市場において，

一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと認められる。 

 

第４ 結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならない

と判断した。
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事例８ ヤフー㈱による㈱一休の株式取得  

 

第１ 本件の概要 

本件は，主にインターネット広告事業等を営むヤフー株式会社（法人番

号4010401039979）（以下「ヤフー」という。）が，主にインターネット上の旅行や飲食

店の予約サービス事業を営む株式会社一休（法人番号9010401053430）（以下「一休」と

いい，ヤフーと併せて「当事会社」という。）の全株式を取得すること（以下「本件行

為」という。）を計画したものである。 

   関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

 

第２ 一定の取引分野 

１ 役務の範囲 

(1) オンライン旅行予約サービス業 

オンライン旅行予約サービスとは，オンライン旅行取引事業者（以下「ＯＴＡ」と

いう。）が，インターネット上の旅行予約サイトを設けて以下の①及び②を提供し，

ホテル業者，旅館業者，航空運送業者等（以下「ホテル業者等」という。）とユーザ

ーを仲介するサービスをいう。 

① ホテル業者等に対して提供される，宿泊，運送等の旅行サービスに係るユーザー

の勧誘，予約受付及び予約管理を可能にするサービス（以下「旅行仲介サービス」

という。） 

② ユーザー（一般消費者）に対して提供される，宿泊，運送等の旅行サービスに係

る情報提供や予約を可能にするサービス 

    オンライン旅行予約サービス業の収益は，ホテル業者等からの手数料（通常，成約

した旅行サービスに係る代金の一定割合）である。 

他方，各ＯＴＡは，自社の旅行予約サイトを通じて予約したユーザーに対して，成

約額の一定割合のポイントを付与している。 

当事会社は，ホテル業者等から旅行に関する情報（宿泊施設及び交通機関等の情報）

の掲載委託を受け，当該情報を自己の旅行予約サイトに掲載することにより，上記①

及び②のサービスをそれぞれのユーザーに提供している。 

    オンライン旅行予約サービスと類似するサービスとして，店舗を通じた旅行商品販

売業が考えられるところ，ユーザー及びホテル業者等の双方の需要者からみて，イン

ターネット環境が必要となること等の違いがあり，需要の代替性がない。 

    また，オンライン旅行予約サービス業においては，予約サイトのシステムの構築や

保守管理体制を整える必要があり，他方，店舗における旅行商品販売業については店

舗設備及び人的体制の整備などが必要となるため，供給の代替性は限定的と考えられ

る。 

    以上の点に加えて，当事会社は共にオンライン旅行予約サービス業のみを営んでい

ることから，本件においては，ユーザー及びホテル業者等を需要者とする２つの異な
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る役務範囲から構成される「オンライン旅行予約サービス業」を役務範囲として画定

した。 

 

(2) オンライン飲食店予約サービス業 

オンライン飲食店予約サービスとは，オンライン飲食店予約サービス事業者（以下

「飲食店予約事業者」という。）が，インターネット上の飲食店予約サイトを設けて

以下の①及び②を提供し，飲食店とユーザーを仲介するサービスをいう。 

① 飲食店に対して提供される，飲食店に係るユーザーの勧誘，予約受付及び予約管

理を可能にするサービス（以下「予約仲介サービス」という。） 

② ユーザーに対して提供される，飲食店の空席状況やメニューの検索，座席・飲食

メニューの予約等を可能にするサービス 

オンライン飲食店予約サービス業の収益は，飲食店からの手数料（通常，月額固定

費及び成約に対する変動課金のいずれか又はその組合せ）である。 

    他方，飲食店予約事業者のうち，自社の飲食店予約サイトを通じて予約したユーザ

ーに対して，ポイントを付与している事業者も存在する。 

    当事会社は，飲食店業者から飲食店情報の掲載委託を受け，当該情報を自己の飲食

店情報サイトに掲載することにより，上記①及び②のサービスをそれぞれのユーザー

に提供している。 

    オンライン飲食店予約サービスについては，他に代替するサービスがないことから，

ユーザー及び飲食店を需要者とする２つの異なる役務範囲から構成される「オンライ

ン飲食店予約サービス業」を役務範囲として画定した。 

  

(3) メタサーチサービス業 

メタサーチとは，複数のサイトを横断的に検索するサービスであり，複数のＯＴＡ

や飲食店予約事業者のサイトに掲載されている情報を一覧できるように表示し，複数

の旅行商品や飲食店サービスの内容や価格などを比較しやすいようにして見せた上で，

そこからユーザーがＯＴＡや飲食店予約事業者のサイトを選択してそのサイトを通じ

て予約等をできるようにすることで，以下の①及び②を提供し，ＯＴＡや飲食店予約

事業者とユーザーを仲介するサービスのことである。 

ヤフーは，ＯＴＡ及び飲食店予約事業者（以下，併せて「ＯＴＡ等」という。）向

けのメタサーチサービスを提供している。 

① ＯＴＡ等に対して提供される，ユーザーの検索結果に応じて表示されるＯＴＡ等

のサイトの比較情報の一つとして掲載されるようにすることでユーザーの勧誘等を

行うことを可能にするサービス 

② ユーザーに対して提供される， 複数のＯＴＡ等の提供する情報を一覧表示した上

で比較し，その中からＯＴＡ等を選択して予約することを可能にするサービス 

メタサーチサービス業においては，ヤフーのように複数の業種向けにサービスを提

供している事業者のほか，特定の業種向けに限定してサービスを提供している事業者
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も存在し，対象とする業種によって，供給者の顔ぶれが異なる。また，本件では，一

休の事業のうち，メタサーチサービスの提供を受けている事業はオンライン旅行予約

サービス及びオンライン飲食店予約サービスのみであることから，「旅行予約メタサ

ーチサービス業」及び「飲食店予約メタサーチサービス業」を役務範囲として画定し

た。 

なお，メタサーチサービス業は，いずれもＯＴＡ等及びユーザーを需要者とする２つ

の異なる役務範囲から構成される。 

 

(4) 双方向市場1について 

上記(1)及び(2)については，①ユーザーとホテル業者等及び飲食店（以下，併せて

「サービス提供事業者」という。）という異なる２つの利用者層を持ち，②ＯＴＡ等

が予約サイトを通じて両利用者間の取引（サービス提供事業者のユーザーに対する旅

行商品及び飲食の供与）を仲介する機能を有し，かつ，③一方の利用者数の増加が他

方へのサービスの質を高めるという間接ネットワーク効果を有している（利用するユ

ーザーが多いほどユーザーがサービスを利用する可能性が高まるため，サービス提供

事業者にとっての魅力が高まり，他方，サービスの選択肢が多いほどユーザーにとっ

ての魅力が高まるという関係にある。）ことから,双方向市場としての特性を踏まえて

検討を行った。 

また,上記(3)については，上記(1)及び(2)のような仲介機能を有するサービスとユ

ーザーを仲介するサービスであるが，上記①～③と同様の性質を有しており，同様に

双方向市場としての特性を踏まえて検討を行った。 

 

２ 地理的範囲 

上記１(1)ないし(3)で画定した役務の需要者は，いずれも，自己の所在にかかわらず，

インターネット環境さえあれば，全国どこからでも当該サービスを利用することが可能

であることから，「日本全国」を地理的範囲として画定した。 

 

３ 企業結合の類型 

(1) 水平型企業結合 

当事会社はいずれも，上記１(1)及び(2)の事業を営んでいることから，本件行為は，

水平型企業結合に該当する。 

 

(2) 垂直型企業結合 

ヤフーは，ＯＴＡ等に対して，メタサーチサービスを提供しており，他方，一休は

メタサーチサービスの一方の需要者として，オンライン旅行予約サービス業及びオン

                            
1 双方向市場の定義としては様々な見解があるところ，ここでは，①異なる２つ以上の利用者層が存在すること，

②異なる利用者間の取引を仲介する機能を持つ場等を提供するプラットフォームが存在すること，及び③間接ネ

ットワーク効果が存在すること，という３要素を持つ市場をいう。 
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まず，各メタサーチサービス業において，ヤフー以外にも競争事業者が複数存在し

ていること，また，新規参入に係る特段の法的規制はなく，多大な設備投資も必要な

く，過去数年の間に海外事業者等の新規参入も見られることを踏まえると，ＯＴＡ等

は容易に他のメタサーチサービス業者からサービスの供給を受けることができると考

えられる。したがって，ヤフーは投入物閉鎖を行う能力がないと考えられる。 

また，メタサーチサービス業においては，①メタサーチサービスの提供に係る限界

費用は限りなく小さいため，表示させるＯＴＡ等を増やすことが容易に可能であり，

かつ，表示させるＯＴＡ等を増やせば増やすほどユーザーに対する魅力が高まるとい

う特徴があること，また，②ヤフーのメタサーチサービス業による総売上高に占める

一休に対する売上高の割合は僅かに過ぎず，投入物閉鎖による売上機会の喪失の結果

生じる不利益は大きいといえることから，ヤフーには投入物閉鎖を行うインセンティ

ブもないと考えられる。 

 

(4) 小括 

以上から，本件行為により，市場の閉鎖性・排他性の問題が生じるとは考えられな

い。 

 

４ その他の検討 

本件行為後，一休のオンライン旅行予約サービス業・オンライン飲食店予約サービス

業において，ヤフーがインターネット広告業等の事業活動を通じて得た消費者の購買行

動等に関する情報を利用することが可能となることにより，当事会社の事業能力が向上

する可能性がある。しかしながら，ヤフーはこれまでも自身が行ってきたオンライン旅

行予約サービス業やオンライン飲食店予約サービス業を行うに当たり，当該情報を用い

ることが可能な立場にあったにもかかわらず，これら取引分野には，当事会社よりもシ

ェアの高い事業者がそれぞれ複数存在している。さらに，当事会社以外の事業者も，様々

な方法により，消費者の購買行動等に関する情報を得ることができるものと考えられる

ことから，本件行為によりオンライン旅行予約サービス業・オンライン飲食店予約サー

ビス業における競争が実質的に制限されることとはならないものと考えられる。 

 

第４ 結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならない

と判断した。 
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事例９ ㈱ファミリーマートとユニーグループ・ホールディングス㈱の経営統合 

 

第１ 本件の概要 

本件は， 

① 株式会社ファミリーマート（法人番号2013301010706）（以下「ファミリーマート社」

という。）を存続会社，ユニーグループ・ホールディングス株式会社（法人番

号5180001086231）（以下「ユニーＧＨＤ」という。）を消滅会社とする合併を行い（以

下，当該合併後のファミリーマート社を「統合会社」という。）， 

② その後，当該合併の効力発生を条件として，統合会社を分割会社，ユニーＧＨＤの

完全子会社である株式会社サークルＫサンクス（法人番号9180001085915）（以下「Ｃ

ＫＳ」という。）を承継会社とする吸収分割を行うことにより，統合会社のコンビニ

エンスストア事業をＣＫＳに承継させる 

ことを計画したものである（以下，当該合併及び当該吸収分割を併せて「本件行為」と

いう。）。 

関係法条は，独占禁止法第１５条及び第１５条の２である。 

なお，以下では，ファミリーマート社を最終親会社とする企業結合集団，ファミリー

マート社の国内エリアフランチャイザー及びファミリーマート社が展開するコンビニエ

ンスストアに係るフランチャイズチェーンの加盟店を総称して「ファミリーマートグル

ープ」といい，ユニーＧＨＤを最終親会社とする企業結合集団，ＣＫＳの国内エリアフ

ランチャイザー及びＣＫＳが展開するコンビニエンスストアに係るフランチャイズチェ

ーンの加盟店を総称して「ユニーＧＨＤグループ」という。また，ファミリーマートグ

ループ及びユニーＧＨＤグループを総称して「当事会社グループ」という。 

 

第２ 一定の取引分野 

１ 役務の範囲 

ファミリーマートグループは，「ファミリーマート」，「ココストア」及び「エブリ

ワン」のコンビニエンスストアをフランチャイズ方式によりチェーン展開するほか，国

内の一部地域及び海外においてはエリアフランチャイズ方式によりチェーン展開を許諾

し，エリアフランチャイザー各社がそれぞれの地域においてコンビニエンスストア業を

営んでいる。また，ユニーＧＨＤグループにおいては，コンビニエンスストア「サーク

ルＫ」及び「サンクス」をフランチャイズ方式によりチェーン展開するほか，国内の一

部地域においてはエリアフランチャイズ方式によりチェーン展開を許諾し，エリアフラ

ンチャイザー各社がそれぞれの地域においてコンビニエンスストア業を営んでいる。 

フランチャイズ加盟店は，フランチャイザーから経営についての統制・指導・援助を

受けながらコンビニエンスストアを経営している。フランチャイズ契約上では取扱商品，

価格等に関する決定権は加盟店が有している。しかしながら，当事会社グループに限ら

ず，いずれのフランチャイザーも，消費者の信頼を得るためには店舗間の統一性が必要

であるとして，フランチャイズ契約等で定めたルールの遵守を加盟店に求めており，コ
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ンビニエンスストアの営業の実態としては，本部から提示される推奨商品，推奨価格等

による販売がほとんどである。したがって，同一のコンビニエンスストアチェーン（以

下「ＣＶＳチェーン」という。）内では商品の販売価格，品ぞろえ等に関する競争は限

定的であり，コンビニエンスストア業においては，各ＣＶＳチェーンが加盟店を通じて

競争しているものと考えられる。 

コンビニエンスストアが取り扱っている商品は，基本的にスーパーマーケット等の他

業態の小売業でも販売されている。しかしながら，コンビニエンスストアと他業態の小

売店の間では，利便性，品ぞろえ，価格帯等に違いがあり，一般消費者は，コンビニエ

ンスストアと他業態の小売店を，目的に応じて使い分けていると考えられる。したがっ

て，コンビニエンスストアと他の業態の小売業の需要の代替性は限定的であると考えら

れる。 

したがって，「コンビニエンスストア業」を役務範囲として画定した。 

なお，ユニーＧＨＤグループが運営している「ｍｉｎｉピアゴ」は，ミニスーパーと

呼ばれる業態の店舗であるが，店舗の売場面積が小さい，営業時間が長い，飲食料品を

中心とする店舗であるなど，コンビニエンスストアと共通点が多いことから，本件行為

に係る審査においては，「ｍｉｎｉピアゴ」はコンビニエンスストアとして取り扱うこ

ととした。 

 

２ 地理的範囲 

コンビニエンスストアの商圏は一律に定まるものではなく，立地状況，周辺施設，人

口，隣接道路の交通量等によって店舗ごとに異なるものであるが，一般的にコンビニエ

ンスストアの商圏は５００ｍ程度といわれていること，また，ＣＫＳも，店舗開店時に

は，店舗からおおむね半径５００ｍ程度の範囲を商圏設定の基準していること等を踏ま

え，本件では，当事会社グループのコンビニエンスストアを中心とする半径５００ｍの

範囲を地理的範囲として画定した。 

 

第３ 本件行為が競争に与える影響 

１ 水平型企業結合 

(1) 検討対象について 

上記第２の２で画定した地理的範囲内にファミリーマートグループ及びユニーＧＨ

Ｄグループのコンビニエンスストアがいずれも存在する地域は，全国に２，２２２地

域存在する1。これらの地域においては，本件行為により，競合関係にあるＣＶＳチェ

ーンの数（以下「競合ＣＶＳチェーンの数」という。）が１つずつ減少することとな

る。このうち，本件行為により，競合ＣＶＳチェーンの数が２から１になる地域

（３９５地域）や競合ＣＶＳチェーンの数が３から２に減少する地域（５４６地域）

については，商品の販売価格等をめぐる競争に与える影響が比較的大きいと考えられ

                            
1 この項に記載した地域の数は，全て審査時点のものである。 
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る。 

ただし，ＣＶＳチェーンの数が３から２に減少する地域のうち，当事会社グループ

以外のコンビニエンスストア（以下「競合コンビニエンスストア」という。）の店舗

数が当事会社グループの店舗数を上回っているもの（７８地域）に関しては，引き続

き活発な競争が行われることが期待される。そこで，以下では，これらの地域を除外

した８６３地域について，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる

か否かについて検討した。 

 

(2) 値上げ等を行うインセンティブに係る経済分析 

ア アンケート調査の実施 

当委員会は，コンビニエンスストアの消費者需要を把握するため，当事会社グル

ープと協力して，一般消費者を対象とする店頭アンケート調査を実施した。 

調査の実施店舗については，当委員会において，それぞれの地理的範囲内におけ

る本件行為後の競合ＣＶＳチェーンの数と近接地域における競合コンビニエンスス

トアの有無を基準に，上記(1)において検討対象とした８６３地域を 

① 本件行為により，各店舗の半径５００ｍ以内における競合ＣＶＳチェーンの数

（以下「５００ｍ内チェーン数」という。）が３から２となり，かつ，半径５００ｍ

から１ｋｍの範囲内（以下「隣接１ｋｍ圏内」という。）に競合コンビニエンス

ストアの店舗が存在するグループ 

② 本件行為により，５００ｍ内チェーン数が３から２となり，かつ，隣接１ｋｍ

圏内に競合コンビニエンスストアが存在しないグループ 

③ 本件行為により，５００ｍ内チェーン数が２から１となり，かつ，隣接１ｋｍ

圏内に競合コンビニエンスストアが存在するグループ 

④ 本件行為により，５００ｍ内チェーン数が２から１となり，かつ，隣接１ｋｍ

圏内に競合コンビニエンスストアが存在しないグループ 

の４グループに分類し，それぞれのグループの中から実施店舗を複数選定した。 

     アンケート調査においては，店舗来店者が当該店舗を利用する頻度や，仮に当該

店舗において一定程度の値上げが行われた場合に購買行動にどのような変化が生じ

るのか（当該店舗において引き続き購買を行うのか，また，別の店舗に切り替える

場合，どの店舗で購買を行うのか）といった内容について調査を行った。 

 

イ ＧＵＰＰＩの推定 

本件行為後に当事会社グループのコンビニエンスストアが値上げ等を行う誘因を

有するか否かを把握するため，上記アにおいてアンケートを行った店舗について，

それぞれＧＵＰＰＩ（Ｇｒｏｓｓ Ｕｐｗａｒｄ Ｐｒｉｃｉｎｇ Ｐｒｅｓｓｕ

ｒｅ Ｉｎｄｅｘ，グロス価格上昇圧力インデックス）と呼ばれる指標を推定した。 

仮に一方の当事会社グループ（α社）の店舗が，微小な値上げを行った場合，一

部の顧客がもう一方の当事会社グループ（β社）の店舗に流れることにより，β社
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の店舗は追加的利益を得ることになる。この追加的利益は以下の①式により計算さ

れる。 

β社の店舗における追加的利益 ＝ 転換率 β社の店舗における限界利益 ・・・① 

ここで，「転換率」とは，α社の店舗が微小な値上げを行った場合における，α

社の店舗の販売数量の減少分に占めるβ社の店舗の販売数量の増加分の割合である。

また，「β社の店舗における限界利益」とは，β社の店舗において商品を追加的に１単

位販売したときに得られる利益を表している。 

「β社の店舗における追加的利益」は，企業結合後においてはそのまま当事会社

グループの利益となる2。したがって，この追加的利益の大きさは，企業結合後にお

けるα社の店舗の価格引上げ圧力の強さを表しているものと考えることができる。 

ＧＵＰＰＩは，「β社の店舗における追加的利益」をα社の店舗における価格で

除した以下の②式で表される。 

ＧＵＰＰＩ＝
（転換率） （β社の店舗における限界利益）

α社の店舗における価格
・・・② 

仮に，α社の店舗における価格とβ社の店舗における価格が等しいと仮定した場

合，ＧＵＰＰＩは以下の③式のとおり変形することができる。 

ＧＵＰＰＩ＝ 転換率 β社の店舗における限界利益率 ・・・③ 

本件では，当事会社グループの店舗間で価格が等しいと仮定し，③式によりＧＵ

ＰＰＩを推定することとし，転換率の推定は，上記アの店頭アンケートの結果を，

限界利益率の推定は，当事会社グループから提出のあった財務データを用いて行っ

た。 

このＧＵＰＰＩの推定結果では，ほとんどの店舗はＧＵＰＰＩがいずれも３％未

満であったのに対し，上記ア④のグループに属する１店舗で約４．８％という比較

的高い値だったため，当該店舗が属した上記④のグループ（６８地域）に関しては，

より詳細な審査を行うこととした3。 

なお，ＧＵＰＰＩの数値が低かった店舗が属する上記①から③のグループ

（７９４地域）については，詳細な審査は行わなかったものの，ＧＵＰＰＩの値が

小さかったことに加え，上記第２の２で画定した地理的範囲又は隣接１ｋｍ圏内に

競合コンビニエンスストアが存在しており，当該競合コンビニエンスストアから競

争圧力が一定程度働いていると考えられることなどから，本件行為によって一定の

取引分野における競争が実質的に制限されることとはならないと判断した。 

 

(3) 他業態からの競争圧力に係る経済分析 

上記(2)アの店頭アンケート調査の結果からは，仮に当事会社店舗において一定程度

                            
2 仮にα社の店舗が，自社の店舗の利益が最大となるように価格設定を行っている場合，α社の店舗の利益は，

微小な値上げの前後でほとんど変化は生じない。 
3 上記ア④のグループに属する地域は全部で６９地域であるところ，同グループに属する１地域においては，当

事会社グループの一方の店舗が既に閉鎖されているため，同地域を除く６８地域について検討を行ったものであ

る。 
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の値上げが行われた場合，買い物先をスーパーマーケットの店舗に切り替えるとして

いる顧客の比率は，有力な大手競合コンビニエンスストアチェーンの店舗に切り替え

るとしている顧客の比率と比べて遜色がないことが判明し，スーパーマーケットの店

舗が当事会社による値上げに対して一定の牽制力を発揮していることが示唆された。

そこで，当委員会は，当事会社グループのコンビニエンスストアが競合する地域が比

較的多い石川県，岐阜県，愛知県，三重県及び愛媛県の５県について，コンビニエン

スストアとスーパーマーケットをはじめとする他業態の小売店舗の間の競合の度合い

を定量的に把握する目的で，計量経済分析を行った。 

分析に当たっては，当事会社グループの各店舗の１日当たりの平均来店客数を，競争環

境（店舗周辺に所在するコンビニエンスストア，チェーンスーパー4等の店舗数），店舗属

性（売場面積，駐車場の有無，各種商品又はサービスの有無等）及び商圏属性（店舗の所

在地，店舗周辺の人口等）の違いによって説明する計量経済モデルを観念した上で，パラ

メータ（各説明変数の係数）を回帰分析によって推定した。 

その結果，当事会社グループの店舗周辺に所在するチェーンスーパーの店舗数を説明

変数とするモデルの分析では，当事会社グループの店舗から半径１，５００ｍ圏内のチ

ェーンスーパーの店舗数が多くなるほど，平均来店客数が有意に減少するという結果が得

られた。さらに，当事会社グループの店舗周辺に所在するチェーンスーパーの店舗数ご

とにダミー変数を設定したモデルの分析では，当事会社グループの店舗から半

径１，５００ｍの圏内にチェーンスーパーが３店舗以上所在する場合，当事会社グル

ープの店舗への来店客数が顕著に減少するという関係が認められた。 

そこで，上記(2)イの６８地域のうち，店舗から半径１，５００ｍの圏内にチェーン

スーパーが３店舗以上存在する２２地域については，チェーンスーパーからの競争圧

力によって本件行為後も競争が実質的に制限されることとはならないと考えられたた

め，検討が必要となる地域から除外した。その結果，より詳細な検討が必要となる地

域の数は，４６地域となった（以下，当該４６地域を単に「４６地域」という。）。 

 

(4) ４６地域に係る競争の実質的制限に関する検討 

ア 当事会社グループの店舗間の従来の競争の状況 

４６地域のうちの４地域については，当事会社グループの店舗の一方が高速道路

のサービスエリア，パチンコ店の敷地内等に所在しているため，立地状況からみて，

他方の店舗との競合の度合いが低く，従来から当事会社グループの店舗間での競争

は不活発であったと推測される。 

したがって，当該４地域については，本件行為が競争に及ぼす影響は限定的であ

ると考えられる。 

                            
4 ここでいう「チェーンスーパー」とは，経済分析に使用した「日本スーパー名鑑’15」（2014年11月20日，株

式会社商業界発行）においてチェーンスーパーと分類されている店舗（同名鑑では，５店舗以上展開しているス

ーパーマーケットをチェーンスーパーと分類している。）をいう（ただし，ユニーＧＨＤグループの店舗につい

ては除く。）。 
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イ 隣接市場からの競争圧力 

(ｱ) 地理的隣接市場からの競争圧力 

コンビニエンスストアの実際の商圏は，道路状況，人口密度，施設（駅，教育機

関，勤務地，宿泊施設，公共施設等）との距離等により，必ずしも店舗を中心とし

た円とはならない。また，店舗からの距離も上記第２の２で設定した５００ｍとは

必ずしもならない。特に，コンビニエンスストアの場合，自動車での来店客の割合

が比較的高い店舗では，利用客の移動距離が長くなるため，商圏が広範囲となる傾

向がある。 

その点，残る４６地域から上記アの４地域を除いた４２地域は，いずれも，駐車

場や隣接道路の状況からみて，自動車での来店客が一定程度存在すると考えられる。

したがって，当該４２地域の商圏は広範囲に及んでいることがうかがわれる。 

当該４２地域に関しては，当事会社グループの店舗から半径１ｋｍの範囲には他

のＣＶＳチェーンのコンビニエンスストアが存在しない。しかし，そのうち

の３０地域については，比較的近隣の地域に他のＣＶＳチェーンのコンビニエンス

ストアが存在しており，自動車であれば当該コンビニエンスストアに短時間で移動

することが可能であると認められるため，当該コンビニエンスストアからの競争圧

力が一定程度働いていると考えられる。 

 

(ｲ) 他業態からの競争圧力 

スーパーマーケットは，コンビニエンスストアと比べ，駐車場から店舗までの

距離や店内の面積が広く，商品を探し，会計を済ませて店舗を出るまでの移動距

離や時間が長くなるため，利便性という点ではコンビニエンスストアに劣る面が

あると考えられる。 

他方で，一般消費者にとって，スーパーマーケットは，コンビニエンスストア

と比べても，取扱商品の豊富さ（品ぞろえの便利さ）に関しては遜色のない場合

が多いと考えられる。また，スーパーマーケットは，販売価格の安さなど，コン

ビニエンスストアにはない訴求力も有している。このため，コンビニエンススト

アの近隣にスーパーマーケットがある地域に関しては，コンビニエンスストアに

対し，スーパーマーケットからの競争圧力が一定程度働いていると考えられる。

事実，上記(2)アの店頭アンケート調査では，スーパーマーケットへの転換率が高

いという結果が得られており，また，上記(3)の経済分析でも，チェーンスーパー

からの競争圧力が認められるという結果が得られている。 

この点，上記(ｱ)の４２地域のうちの３１地域については，当事会社グループの

コンビニエンスストアの近隣に事業規模，営業時間等の面で競争的牽制力と評価

することのできるスーパーマーケットが存在しており，これらのスーパーマーケ

ットからの競争圧力が一定程度働いていると考えられる。 
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(ｳ) 小括 

上記(ｱ)及び(ｲ)により， ４６地域のうちの３９地域については，他業態の店舗

（スーパーマーケット）又は地理的隣接市場に所在する競合ＣＶＳチェーンの店

舗から一定程度競争圧力が働いていると考えられる。 

 

ウ 追加の店頭アンケート調査を踏まえた経済分析等 

４６地域のうち，上記アの４地域及び上記イ(ｳ)の３９地域を除く３地域（Ａ地域，

Ｂ地域及びＣ地域）については，従来，当事会社グループの店舗間で活発に競争が

行われてきたと考えられるものの，地理的に近接した地域に競争的牽制力と認めら

れるようなコンビニエンスストアやスーパーマーケットが存在していないことから，

本件行為後における当事会社グループの店舗に対する競争圧力の有無が不明であっ

た。 

このため，当該３地域について，上記（2）アと同様の店頭アンケートを実施し，

上記(2)イと同様の方法でＧＵＰＰＩを推定したところ，２．３％から３．２％の範

囲に収まっていたことから，本件行為後に当事会社グループが値上げ等を行う誘因

を持つ可能性は低いという結果が得られた。 

このような経済分析の結果が得られた理由としては，以下のようなことが考えら

れる。 

 

(ｱ) Ａ地域 

当事会社グループの店舗は，それぞれ，国道の反対車線沿いに位置している。 

当事会社グループの店舗はＪＲ東日本の駅の南約８ｋｍ地点に存在しており，近

隣に電車は通っていない。店舗周辺は田園地帯であり，国道沿いに戸建ての住宅が

若干存在する程度である。また，周辺にはコンビニエンスストアが点在するのみで，

スーパーマーケット等は近場には存在しない。このため，当事会社グループの店舗

の利用客は，国道を通過する自動車客が中心になっている。 

このように国道を通過する自動車客が主な利用者となっているため，当事会社グ

ループの店舗の商圏範囲は広く，また利用客自身の買い回りの範囲も広くなってい

ると考えられる。 

当事会社グループの店舗の周辺には，自動車であれば５分程度で移動できる距離

（直線距離で約４ｋｍの位置）に競合ＣＶＳチェーンのコンビニエンスストアが複

数あるため，これらの店舗からの競争圧力が一定程度働いていると考えられる。 

 

(ｲ) Ｂ地域 

当事会社グループの店舗は，それぞれ，国道の反対車線沿いに位置している。 

この国道は，交通量が非常に多い。また，当事会社グループの店舗の周辺には

建物が少なく，住宅が余りないような立地環境であり，商業施設も存在しない。

このため，当事会社グループの店舗の利用者は，国道を通過する自動車客が中心
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となっている。 

このように，国道を通過する自動車客が主な利用者となっているため，当事会

社グループの店舗の商圏範囲は広く，また利用客自身の買い回りの範囲も広くな

っているものと考えられる。 

当事会社グループの店舗の周辺には，自動車であれば５分程度で移動できる距

離（直線距離で約３ｋｍの位置）に競合ＣＶＳチェーンのコンビニエンスストア

及びスーパーマーケットがあるため，これらの店舗等からの競争圧力が一定程度

働いていると考えられる。 

 

(ｳ) Ｃ地域 

当事会社グループの店舗の南側は新興住宅地であるが，東側には大規模な工場

や研究所が立ち並ぶ工業団地があり，新興住宅地の住民以外に，工業団地への通

勤者等も当事会社グループの店舗を利用していると考えられる。 

新興住宅地は最寄駅から２ｋｍ程離れており，鉄道は平均して１時間に２本程

度しか電車が運行されていないため，住民の主要な移動手段は自動車となってい

る。また，工業団地への通勤者等の多くは，自動車を利用していると考えられる。

このため，当事会社グループの店舗の顧客は，日ごろから市中心部のスーパーマ

ーケット等，ある程度距離の離れた店舗も利用しているものと考えられる。 

前述の店頭アンケートではスーパーマーケットへの転換率が高いという結果が

得られているところ，当事会社グループの店舗に対しては，当該店舗から直線距

離で約３ｋｍに位置している特定のスーパーマーケットからの競争圧力が一定程

度働いていると考えられる。 

 

(5) 小括 

本件行為については，単独行動又は協調的行動により，一定の取引分野における競

争を実質的に制限することとはならないと認められる。 

 

２ その他の検討事項 

ユニーＧＨＤグループは，東海，関東，北陸，近畿の各エリアにチェーンストアを展

開している。店舗のブランドとしては，モール型ショッピングセンターのほか，食料品，

日用品，衣料品等の幅広い商品を取り扱う総合スーパー業態の「アピタ」，食品スーパ

ー業態の「ピアゴ」等がある。このように，ユニーＧＨＤグループはコンビニエンス業

のほか，総合小売業を営んでいるところ，本件行為により， 

①  当事会社グループがコンビニエンスストア業の競争力をてこに総合小売業の競争力

を高めることを通じて，総合小売業の競争事業者が販売の機会を喪失し，総合小売業

において市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性 

② 当事会社グループが総合小売業の競争力をてこにコンビニエンスストア業の競争力

を高めることを通じて，コンビニエンスストア業の競争事業者が販売の機会を喪失し，
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事例１０ ㈱肥後銀行及び㈱鹿児島銀行による共同株式移転 

 

第１ 本件の概要 

本件は，それぞれ銀行業を営む株式会社肥後銀行（法人番号2330001001532）（以下「肥

後銀行」といい，肥後銀行とその子会社を併せて「肥後銀行グループ」という。）と株

式会社鹿児島銀行（法人番号7340001000826）（以下「鹿児島銀行」といい，鹿児島銀行

とその子会社を併せて「鹿児島銀行グループ」という。また，肥後銀行グループと鹿児

島銀行グループを併せて「当事会社」という。）が，共同株式移転の方法により，両者

の事業を統合すること（以下「本件行為」という。）を計画したものである。 

関係法条は，独占禁止法第１５条の３である。 

 

第２ 一定の取引分野 

１ 役務の範囲 

銀行業務は，預金業務，貸出業務及び為替業務の３つが主な業務であり，当事会社は，

いずれもこれらの銀行業務を営んでいる。このうち，本件では，当事会社の主要な業務

である預金業務及び貸出業務について検討している。 

預金業務とは，預金者から金銭を受け入れ，これを管理・保管する業務をいい，貸出

業務とは，企業や個人に資金を貸し出す業務をいう。 

本件では，「預金業務」及び「貸出業務」をそれぞれ商品範囲として画定1した。預金

業務及び貸出業務は，信用金庫，信用組合等の銀行以外の他の金融機関も行っているが，

これらの金融機関においては銀行に比べて事業活動の制限があること等も踏まえ，本件

においては都市銀行及び地域銀行が行う預金業務及び貸金業務を対象に検討を行い，銀

行以外の他の金融機関については，必要に応じて隣接市場からの競争圧力として考慮し

た。 

 

２ 地理的範囲 

預金業務及び貸出業務ともに，当事会社の主な営業地域は熊本県又は鹿児島県である

ところ，当事会社によれば，当事会社と取引関係のある需要者は当事会社の店舗が所在

する市町村に居住する個人や所在する法人が多く，また，当事会社も地域に密着して営

業活動を行っている実態にあることから，本件では，「市町村」ごとに地理的範囲を画

定した。 

 

第３ 本件行為が競争に与える影響 

１ 一定の取引分野ごとのセーフハーバー基準の該当性 

(1) 水平型企業結合 

                            
1 当事会社は，為替業務，投資信託販売業務，総合リース・割賦販売業等を営むが，これらの業務は，預金業務

及び貸出業務に付随した取引であり，預金業務及び貸出業務の競争に与える影響を審査することにより，これら

の業務についても競争に与える影響を判断できるものと考える。 
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上記第２で画定した各一定の取引分野について，当事会社が競合している市町村の

うち，福岡市，熊本市及び宮崎市においては預金業務及び貸出業務ともに，鹿児島県

乙市においては預金業務のみＨＨＩの増分が１５０以下であることから，水平型企業

結合のセーフハーバー基準に該当する。 

他方で，熊本県甲市及び鹿児島県乙市においては，下記のとおり，貸出業務に係る

ＨＨＩが，それぞれ約４，７００及び約３，７００であり，ＨＨＩの増分がそれぞ

れ１５０を超え，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しないことから，下

記２で検討する。 

なお，当事会社が主に事業を営む熊本県と鹿児島県の県境の市町村について，当事

会社の支店の有無で水平関係の有無を検討すると，当事会社間の水平関係は確認でき

ないが，鹿児島県丙市に所在する鹿児島銀行の支店が，隣接する熊本県甲市に所在す

る法人に対して営業活動を行っており，一定の貸出実績があることが認められたこと

から，熊本県甲市における銀行の貸出業務については当事会社間に水平関係があるも

のとして検討することとした。 

 

(2) 混合型企業結合（地域拡大） 

上記第２で画定した各一定の取引分野について，肥後銀行又は鹿児島銀行のうちい

ずれか一方のみが店舗を設置して営業活動を行っている市町村は７４地域存在し，こ

のうち，２市においては預金業務及び貸出業務の市場シェアが，それぞれ１０％以下

であることから，混合型企業結合のセーフハーバー基準に該当する。 

他方で，７４地域のうち６９市町においては，預金業務及び貸出業務の市場シェア

が２５％を超え，また，１市においては貸出業務のＨＨＩが約２，８００，市場シェ

アが１０％超であることから，いずれも混合型企業結合のセーフハーバー基準に該当

しない。したがって，下記２で検討する（なお，同１市の預金業務については，市場

シェアが１０％以下であることから，混合型企業結合のセーフハーバー基準に該当し

ている。）。また，２市については，市場シェアが不明であることから，混合型企業

結合のセーフハーバー基準に該当しないものとして，下記２で検討する（下記２で判

断要素の検討を行う７２市町を以下「７２市町」という。）。 

 

２ 判断要素の検討 

以下では，水平型企業結合及び混合型企業結合をまとめて検討する。水平関係で競合

している地域のうち水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しないため検討を行っ

た地域（熊本県甲市及び鹿児島県乙市）は，地元となる当事会社どちらか一方の市場シ

ェアがある程度高いことから，水平型企業結合のセーフハーバー基準非該当となった。

しかし，当該地域を地元としない他方の銀行の市場シェアは僅少であり，ＨＨＩの増分

も大きくないことから，水平関係にはあるものの，本件行為が競争に与える影響は軽微

であると考えられる。本件統合の性格・競争分析の中心は，混合型企業結合（地域拡大）

である。 
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設置して営業活動を行っている。 

 

エ 小括 

以上から，熊本県甲市，鹿児島県乙市及び５０市町においては，従来から当事会

社以外に複数の銀行における競争が行われており，また，特に水平型企業結合とな

る熊本県甲市及び鹿児島県乙市ではシェアの変動は僅少であり有力な競争事業者の

存在も認められる。このように，本件行為後も他の銀行からの競争圧力が一定程度

働くものと考えられる。 

 

(2) 参入 

銀行が支店等の店舗を開設する場合は，金融庁へ届出を行えば自由に開設すること

が可能であり，この支店等の開設に特段地理的な制約は設けられていないことから，

銀行が望めば支店等を開設することができる。近年では，人口の増加が見込まれる等

の理由により，従来店舗を開設していなかった熊本県や鹿児島県の市町村に新規参入

した競争事業者の例がある。 

したがって，上記のような事情が存在する地域については，当事会社以外の銀行か

らの参入圧力が一定程度働いているものと考えられる。 

 

(3) 隣接市場からの競争圧力 

ア 銀行以外の他の金融機関からの競争圧力 

熊本県甲市，鹿児島県乙市及び７２市町のうち，ほとんど全ての地域においては，

信用金庫や信用組合等の金融機関が店舗を設置して，預金業務及び貸出業務を営ん

でいるが， 信用金庫や信用組合等の金融機関は，銀行と比較して業務を行える範囲

に制限がある等の事情があると考えられることから，銀行以外の他の金融機関から

の競争圧力は限定的であると考えられる。 

 

イ 地理的隣接市場からの競争圧力 

混合型企業結合のセーフハーバーに該当しない地域の中には，当事会社のほかに

有力な金融機関が存在しない地域がある（なお，水平型企業結合の地域については，

上記１で述べたとおり，当事会社以外に複数の銀行における活発な競争が行われて

いる。）。しかし，当事会社によると，当該地域については，店舗が設置されてい

る市町村に所在する需要者でなくても，「交通の便が良い」，「通勤・通学先に近

い」等の理由により，隣接する市町村等に設置されている店舗を利用するとのこと

であり，市町村を超えた営業活動が行われることもある。 

したがって，このような事情が存在する地域においては，地理的隣接市場からの

競争圧力が一定程度働いていると考えられる。 

 

(4) 混合型企業結合（地域拡大） 
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混合型企業結合（地域拡大）に関して，過去１０年において，肥後銀行による鹿児

島県への新規出店及び鹿児島銀行の熊本県への新規出店はなく，また具体的な計画も

なかったため，当事会社相互間における潜在的競争者としての競争圧力はないものと

考えられる。 

 

(5) 小括 

以上の事情を考慮すれば，本件行為を機に，当事会社が，熊本県甲市，鹿児島県乙

市及び７２市町において，単独行動又は協調的行動により，貸出の金利条件等をある

程度自由に左右することができる状態が現出するおそれはないものと考えられる。 

 

第４ 結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならない

と判断した。 
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事例１１ 損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱による㈱メッセージの株式取得 

 

第１ 本件の概要 

本件は，介護事業を営むＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社（法人番号7010801015197）

等を子会社とする損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社（法人番

号9011101055980）（以下「損保ジャパン日本興亜ＨＤ」という。また，損保ジャパン日

本興亜ＨＤを最終親会社とする企業結合集団を「損保ジャパン日本興亜グループ」とい

う。）が，同じく介護事業を営む株式会社メッセージ（法人番号1260001015656）（以下

「メッセージ」という。また，メッセージ及びその子会社を「メッセージグループ」と

いい，「損保ジャパン日本興亜グループ」と「メッセージグループ」を併せて「当事会

社」という。）の株式を取得し，議決権の過半数を取得することを計画したものである。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

 

第２ 一定の取引分野 

１ 役務の範囲 

(1) 当事会社において競合する介護事業の概要 

ア 有料老人ホーム事業 

高齢者を入居させて食事等の日常生活上の支援や機能訓練等のサービスを提供す

る事業である。 

損保ジャパン日本興亜グループは，関東・東海・関西地方を中心とし

た１都１府６県において，メッセージグループは，北海道から九州まで幅広く全国

においてサービスを提供している。 

 

イ サービス付き高齢者向け住宅事業 

高齢者に対し，バリアフリー構造等を有する集合住宅を賃貸方式で提供し，高齢

者の安否確認，生活相談等のサービスを提供する事業である。 

損保ジャパン日本興亜グループは，神奈川県において，メッセージグループは，

北海道から九州まで幅広く全国においてサービスを提供している。 

 

ウ 訪問介護事業 

訪問介護員が，高齢者の自宅を訪問し，食事等の身体介護又は掃除等の生活支援

サービスを提供する事業である。 

損保ジャパン日本興亜グループは，神奈川県及び大阪府において，メッセージグ

ループは，北海道から九州まで幅広く全国においてサービスを提供している。 

 

エ 通所介護事業 

介護施設に日帰りで来訪する高齢者に対して，当該介護施設において食事や入浴，

リハビリテーション等のサービスを提供する事業である。 
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損保ジャパン日本興亜グループは，埼玉県，東京都，神奈川県及び大阪府におい

て，メッセージグループは，東日本地域及び大阪府においてサービスを提供してい

る。 

 

オ 居宅介護支援事業 

介護支援専門員が，高齢者の自宅を訪問し，高齢者やその家族等の希望等を勘案

し，適切なケアプランを作成する等のサービスを行う事業である。 

損保ジャパン日本興亜グループは，神奈川県及び大阪府において，メッセージグ

ループは，北海道から九州まで幅広く全国においてサービスを提供している。 

 

(2) 役務の範囲の画定 

上記(1)のアからオまでの介護事業について，利用者は，必要とする介護の程度（要

介護の程度），サービスの内容（食事・入浴等の介護，リハビリ，安否確認等），サ

ービスの形態（施設入居，通所，訪問等）等を踏まえて，それぞれサービスの選択を

行っている傾向にある。 

したがって，本件では，「有料老人ホーム事業」，「サービス付き高齢者向け住宅

事業」，「訪問介護事業」，「通所介護事業」及び「居宅介護支援事業」をそれぞれ

役務範囲として画定した（以下，これらの事業を「本件５事業」という。）。 

 

２ 地理的範囲 

(1) 訪問介護事業，通所介護事業及び居宅介護支援事業 

訪問介護事業，通所介護事業及び居宅介護支援事業は，訪問介護員等の職員が，利

用者の自宅等へ通う（訪問介護事業及び居宅介護支援事業），又は利用者がサービス

の提供場所に通う（通所介護事業）必要がある。このため，事業者は自動車等で移動

可能な範囲（市区町村レベルの範囲）を基準に拠点を設けており，利用者も同様に自

動車等で通うことが可能な範囲（市区町村レベルの範囲）に拠点を設けている事業者

から利用先を選択することが多い傾向にある。 

したがって，本件では，事業者のサービス提供施設の所在する「市区町村」を地理

的範囲として画定した。 

 

(2) 有料老人ホーム事業及びサービス付き高齢者向け住宅事業 

有料老人ホーム事業及びサービス付き高齢者向け住宅事業は，利用者を事業者の保

有する施設に長期間受け入れてサービスを提供するものである。このため，利用者は，

頻繁に施設に通う必要がないことから，自宅の最寄りの施設だけでなく，ある程度広

範囲（都道府県レベルの範囲）を含めて入居先を検討することが多い傾向にある。 

したがって，本件では，これらの施設の所在する「都道府県」を地理的範囲として

画定した。 
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第３ 本件行為が競争に与える影響 

１ 水平型企業結合 

本件５事業のいずれについても，上記第２の２で画定した各地理的範囲における当事

会社のＨＨＩの増分はいずれも１５０以下であり，水平型企業結合のセーフハーバー基

準に該当する。 

 

２ 混合型企業結合（地域拡大） 

(1) セーフハーバー基準該当性 

本件５事業のうち，有料老人ホーム事業，サービス付き高齢者向け住宅事業及び通

所介護事業については，上記第２の２で画定した各地理的範囲の全てにおいて，当事

会社の市場シェアが１０％以下であるか，市場シェアが２５％以下，かつ，ＨＨＩ

が２，５００以下であり，混合型企業結合のセーフハーバー基準に該当する。 

訪問介護事業及び居宅介護支援事業についても，上記第２の２で画定した各地理的

範囲のほとんど全てにおいて，混合型企業結合のセーフハーバー基準に該当するが，

該当しない地域があるため，下記(2)で判断要素について検討する。 

 

(2) 判断要素の検討 

当事会社のうち，損保ジャパン日本興亜グループの営業地域は，訪問介護事業が全

国で３地域，居宅介護支援事業も全国で３地域のみであり，これらの各地域における

損保ジャパン日本興亜グループの市場シェアは約０－５％と僅少であることから，本

件行為により，訪問介護事業及び居宅介護支援事業の競争において，当事会社の技術

力，信用力及びブランド力等が著しく向上し総合的な事業能力が増大することはおよ

そ想定されず，仮にそれらが増大したとしても，上記のセーフハーバー基準に該当し

ない地域については，それぞれ有力な競争事業者が存在しており，同競争事業者が本

件行為により，競争的な行動をとることが困難となることは見込まれない。 

また，当事会社が，本件行為のほかに，相互にそれぞれの市場に参入する計画が検

討されていた事実はなく，潜在的競争者の消滅はない。 

 

第４ 結論 

本件行為により，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならない

と判断した。 
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企業結合規制について 

 

１ 企業結合規制について 

独占禁止法は，企業結合のうち，一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

となる株式取得，合併，分割，共同株式移転及び事業譲受け等を禁止しているところ，公

正取引委員会は，独占禁止法の規定に従い，企業結合審査を行っている。 

 

２ 企業結合計画に関する独占禁止法上の届出制度（企業結合審査のフローチャートについ

ては参考２の２参照） 

独占禁止法では，一定の条件を満たす会社が，企業結合を行う場合は，あらかじめ公正

取引委員会に届け出ることを義務付けている（届出を要する場合の概要については参

考２の１を参照）。 

公正取引委員会は，届出のあった企業結合について，届出受理の日から３０日以内に，

詳細な審査を行う必要がある事案であるか否かを審査し，当該事案が，独占禁止法の規定

に照らして問題がないと判断した場合は，当該期間内に審査が終了する。詳細な審査を行

う必要があると判断した場合は，届出会社から報告や資料の報告等を求め，全ての報告等

を受理した日から９０日以内に，当該企業結合が，独占禁止法の規定に照らして問題

があるか否かを判断する。 

当該企業結合が独占禁止法の規定に照らして問題があると判断した場合は，予定される

排除措置命令の内容等について同命令の名宛人となるべき者に対して通知し，意見を述べ，

証拠を提出する機会を付与した上で，排除措置を命じることとなる。また，排除措置命令

に不服がある場合は，裁判による判断を求めることができる。 
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３ セーフハーバー基準 

⑴ 水平型企業結合のセーフハーバー基準 

企業結合後の当事会社グループが次の①から③のいずれかに該当する場合には，水平型企業結

合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは通常考えられない。 

① 企業結合後のＨＨＩ（注３）が１，５００以下である場合 

② 企業結合後のＨＨＩが１，５００超２，５００以下であって，かつ，ＨＨＩの増分（注４）

が２５０以下である場合 

③ 企業結合後のＨＨＩが２，５００を超え，かつ，ＨＨＩの増分が１５０以下である場合 

 

（注３）ＨＨＩは，当該一定の取引分野における各事業者の市場シェアの２乗の総和によって算

出される。 

（注４）企業結合によるＨＨＩの増分は，当事会社が２社であった場合，当事会社のそれぞれの

市場シェアを乗じたものを２倍することによって計算することができる。 

 

⑵ 垂直型企業結合及び混合型企業結合のセーフハーバー基準 

企業結合後の当事会社グループの市場シェアが次の①又は②に該当する場合には，垂直型企業

結合及び混合型企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは通常

考えられない。 

① 当事会社が関係する全ての一定の取引分野において，企業結合後の当事会社グループの市場

シェアが１０％以下である場合 

② 当事会社が関係する全ての一定の取引分野において，企業結合後のＨＨＩが２，５００以下の

場合であって，企業結合後の当事会社グループの市場シェアが２５％以下である場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




